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     午前１０時００分  開議

○議長（星 喜美男君） おはようございます。

  定例会６日目となりました。本日もよろしくお願いいたします。

  建設課長が欠席のため、課長補佐が着席をしております。

  ただいまの出席議員数は16人であります。定足数に達しておりますので、これより本日の会

議を開きます。

  なお、傍聴の申し出があり、これを許可しております。

  本日の議事日程は、あらかじめお手元に配付したとおりであります。

                                           

     日程第１ 会議録署名議員の指名

○議長（星 喜美男君） 日程第１、会議録署名議員の指名を行います。

  会議録署名議員は、会議規則第126条の規定により、議長において12番西條栄福君、13番後

藤清喜君を指名いたします。よろしくお願いいたします。

                                           

     日程第 ２ 議案第５０号 平成２７年度南三陸町一般会計予算

   日程第 ３ 議案第５１号 平成２７年度南三陸町国民健康保険特別会計予算

   日程第 ４ 議案第５２号 平成２７年度南三陸町後期高齢者医療特別会計予算

   日程第 ５ 議案第５３号 平成２７年度南三陸町介護保険特別会計予算

   日程第 ６ 議案第５４号 平成２７年度南三陸町市場事業特別会計予算

     日程第 ７ 議案第５５号 平成２７年度南三陸町漁業集落排水事業特別会計予算

   日程第 ８ 議案第５６号 平成２７年度南三陸町公共下水道事業特別会計予算

     日程第 ９ 議案第５７号 平成２７年度南三陸町水道事業会計予算

     日程第１０ 議案第５８号 平成２７年度南三陸町病院事業会計予算

     日程第１１ 議案第５９号 平成２７年度南三陸町訪問看護ステーション事業会計予

                  算

○議長（星 喜美男君） 日程第２、議案第50号平成27年度南三陸町一般会計予算から日程第11、

議案第59号平成27年度南三陸町訪問看護ステーション事業会計予算までを議題といたします。

  以上、本10案については、昨日一括議題とし、提出者の説明が終了しておりますので、本日

も引き続き継続審査とし、これより総括的な質疑に入ります。

  １番後藤伸太郎君。
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○１番（後藤伸太郎君） おはようございます。

  総括質疑ということで、町長の施政方針全般に関しての質問をさせていただきたいなと思い

ます。総括質疑は非常に難しいといいますか、具体的な細部にどうしても意識が行きがちな

んですけれども、実は去年もやりましたので、チャレンジするつもりでやっていきたいなと

思います。

  まず大きく分けると２点お伺いしたいんですけれども、町長の施政方針の中で、資料といい

ますか、その内容がこちらにも配付されておりますけれども、その中で、人づくりとか、リ

ーダーとなる人材の育成、もしくは官民連携、協働、こういった言葉が大体10回以上出てま

いります。これは、今まで復興に携わっていく中で、主にハード面、高台であるとか、住ま

いの再生、産業の再生ということに腐心してこられたこの４年間、そこからやはりソフト事

業といいますか、町民の生活、もしくは町民の意識みたいなものをどこに持っていくのかと、

今後、この先のこの町をどうやって背負っていく人材をつくっていくのかということに対し

て、非常に力を入れていこうという思いと同時に、これは非常に難しいなと思っておられる

のではないかなということがこの文脈から読み取れるのかなと思います。

  もちろん、人材育成、人づくりということは非常に大切で重要なものだという認識はお持ち

だろうと思います。今までもこれはやっていなかったわけでは決してありませんし、取り組

んでこられたのだと思います。去年の26年度の予算のときの総括質疑、自分なりに整理した

ものがあったのでちょっと読み返してみたんですけれども、そのときもやっぱり人づくりと

いうこと、ハードがメーンだけれども、ソフトというのはどうなるのと、同じようなことを

私も質問しているようでした。であれば、何が一体困難と思っておられて、そこにどう取り

組んでいくのかということは、町長の町のトップとしての覚悟というものはこれは伺ってお

かなければいけないなというふうに思います。それがまず１点目ですね。

  お聞きしたいのは、例えば情報であるとか、または町民と対話する、町民に対して情報を提

供する、もしくは町民の意見を聞くというような場、会議というものが余りオープンになっ

ていないのではないかということは、私がこの一年で少し感じたことであります。ですので、

そういった話し合いの場をつくったりとか、そういったことにどういう困難があって、なぜ

オープンになかなかそういう会議が開けないでいるのかということを今思っておられること

があれば、また、27年度の中で予算化される目に見えるものか見えないものかということは

ありますけれども、町長のお気持ちとして、震災から４年を迎える今の時期にどのように意

識を変えていこうと思っておられるのかということをお伺いしたい。
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  それから、大きく分けてもう一点なんですけれども、全般的には一つ一つの取り組みに関し

ては、私自身も課題と感じていることがこの施政方針の中では網羅されているなあという思

いはあるんですけれども、一つだけ気になるのが交通網の整備ということです。これは、も

ちろん高台移転が終わって、まちづくりが終わって、その後の体制を見据えながらというこ

とで、今日々変化している中で、それに対応しながらの事業になっているということは重々

承知しているつもりですけれども、これもやはり同時に考えていかなければいけないことな

んだろうと思います。

  その中で、町民の生活としてはやはり自家用車が中心の生活、自分の車で移動するというこ

とがやはり基本だと思います。ただ、先ほど申しましたが、今後町は変わっていきます。高

台移転もそうですけれども、町の人口比率からいいましても、少子高齢化が進んで、自分の

車でなかなか移動しづらい方、いわゆる交通弱者と言われる方の割合というものもふえてい

くんだろうと思います。さらには、エコタウンへの挑戦ということを復興計画でも掲げられ

ていますように町の基本の考え方でもあります。その中で、自家用車中心の社会というもの

をつくっていくという意味では、エコタウン、要は排気ガスがいっぱい出るということから

いえば、エコタウンへの挑戦ということではそこも少し考える必要があるのかなと思います。

新しい取り組み、これからのまちづくりを見据えて、新しい取り組みがいずれ必要になって

くるんだろうと思います。その場合に、いろいろ具体的な政策はあると思うんですけれども、

それを考える基礎のようなものが役場庁舎内に体制として今しっかり備わっているのかとい

うことをまず一点お伺いしたいと思います。

  ４年間、例えばスクールバスであるとか、町民災害臨時バス、いろいろ運行されてきました。

例えば選挙があった場合に投票所に行くようなバスを臨時で運行したりというようなことも、

ノウハウとしてだんだん蓄積されていっているんだろうと思いますけれども、それを今後の

まちづくりに生かしていく上では、そこにもう一つ新しいアイデアであるとか、例えば先進

事例を視察して、そこの取り組みを、ほかの市町村、ほかの自治体でやっているようなこと

をこの町にも盛り込んでいくという姿勢が必要になってくると思います。その考えられるノ

ウハウ、もしくは体制というものは整っているのかということをまずお伺いしたいと思いま

す。

○議長（星 喜美男君） 佐藤町長。

○町長（佐藤 仁君） 大くくりで２点のご質問でございますので、答弁をさせていただきます

が、１点目の人づくりの関係です。
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  震災以来４年をあしたで迎えます。私、人づくりといいますか、そのリーダーというのは非

常に大事だなということをこの４年間ずっと見てまいりました。といいますのも、震災で避

難所に皆さんが生活なさっていた折に、その避難所を引っ張っていったのは、まさしく震災

前から地域づくりでリーダーだった方々が率先してその避難所の運営に当たっていただいて

きた経緯がございまして、改めて人の力の大きさというものを感じてまいりました。

  ある意味、若い世代の方々に、震災から１年ぐらいのときですかね、お話をお聞きしたんで

すが、いわゆる30代の方々だったんですが、我々、親の世代の背中を見て、その後をついて

来れば間違いなくこの復旧あるいは復興の道を歩んできた。ですが、その親の世代というの

がだんだん、だんだん年をとっていったときに、我々がいかに率先して、町のリーダーとし

てこの町を引っ張っていかなければならないのかということを非常に反省なさっていた方々

がいらっしゃいまして、そういう意味では正直な思いなんだろうなというお話を聞きました。

ですから、ある意味、この町にとって大変こういう壊滅状況でございましたが、そういう若

い世代の方々がいかにこの後町を引っ張っていくかということについて、そういった人材育

成というのは非常に重要なものだなと思います。

  後藤議員も多分ご承知だと思いますが、幸いうちの町で若い世代の方々、だんだん、だんだ

んいろんな自分たちで自主的な活動に取り組んでいただきました。先日もおら酒の関係で、

自分たちで米をつくってその米で南三陸の地酒をつくろうというそういう取り組みをして、

3,000本のお酒をつくってもう既にほぼ完売という状況になりました。そういう芽を、いろい

ろありますので、それをいかに育てていくのかということが、我々行政に与えられた大きな

課題だと思っております。

  ただ、その中の一つの課題というのは、それぞれの分野でそれぞれがさまざまな活動をして

いるんですが、それを横串として通すというシステムが残念ながら今欠如していると思いま

す。したがいまして、我々としてどのようにそういった方々の横串をちゃんとつくるかとい

うことについて、いろいろ意見を交わしながらやっていく必要があるんだろうと思います。

  それから、なかなか議論がオープンでないというお話ですが、実は私どもとすれば、ある意

味これまで４年間、ハード部門を重点でやってまいりました。さまざまな町の計画等を含め

まして、それはある意味町民の方々の住民説明会という形の中で、何度となくそれは取り組

んでまいりましたが、また後藤議員がご指摘のようなそういったいわゆるオープンさという

のはまた違う分野で、これからの分野でそういう部分というのは必要なんだろうと認識して

おりますので、我々が別に情報をしっかりと皆さんにお出しをするということが嫌でも何で
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なくて、そういったオープンな議論をする場所というのを設けるというのも、これは今後大

変、ソフト部門になりますので、そこが大変重要な視点になってくるのかなというような思

いがございます。

  それから、交通網の関係につきましては、なかなか質問の趣旨がちょっと、どの部分を答え

ればいいのかということでちょっと悩みながら今聞いていたんですが、ある意味交通の分野

につきましては企画が担当してございますので、ある意味町民バスを含めて、町民の皆さん

が利用しやすいような形態をいかに構築するかということで、これまでも取り組んでまいり

ましたし、これからもまたそういった取り組みをしていかなければいけないと思いますし、

またエコタウンの部分につきましては、環境対策課あるいは産業振興課、そういった分野で、

エコタウンへの挑戦という形の中で新しい南三陸の町をつくり上げるという意気込みの中で

取り組んでおりますので、ひとつ私に足りない部分は後でまた担当課長から答弁させたいと

思いますが、そういう状況ですので、ひとつご理解をいただきたいと思っております。

○議長（星 喜美男君） 後藤伸太郎君。

○１番（後藤伸太郎君） １点目から。その重要性は認識していて、若い方に限らない話だとは

思いますけれども、行政として場をつくったり、今まではハード事業で例えばリーダーシッ

プを発揮して一定程度のこういうふうにやりたいと思いますという方向性をしっかり示した

上で事業を進めていかないとスピード感というものは失われていくので、それは今まではハ

ード部門ではなかなかその説明会という形でしか住民の方と触れ合えなかったと。ただ今後

は、町に住んでいく人間、町に住み続ける人たちの意見であるとか要望ということを、これ

は十分に話し合っていかなければいけないんだという思いがあるんだなということはわかり

ました。そこまでは私もそうだろうと思うんです。

  では、どうしていきましょうかということだと思うんですけれども、一つにはやはりこの施

政方針でもうたわれておりますけれども、地方創生、官民連携推進室ですか、にひとつ期待

したい部分があるというのは私の思いです。ただ、これは以前の質問でも、議案の中でも質

問させていただいたときに、これはまずは商工業者さんたちとの窓口となる組織であって、

今言ったような、この町の次世代とどうやって対話していくのかというときに、そこの業務

まで一括して背負う場所ではないんだというようなお話があったように記憶しております。

であればどうするのかということだろと思うんですね。まず、それが一点と。

  その上で、行政に対して期待したいことというのは、やっぱり町民が意見を言いやすいよう

な、この人たちに言えば意見を聞いてくれるんだなというような雰囲気であったり空気とい
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うものを醸成していく必要があるんだろうと思います。それは、以前から言われております

けれども、接遇の改善ですとか、そういったものにダイレクトに直結してくるのかなと思い

ます。４年たちましたので、私もいろいろ意見交換会とかをしていく上で、被災者なんです

けれども、町民全員、幸運にも家が流されずに済んだ方とか、そういう方もこの町内にはい

っぱいいらっしゃるわけです。そういった方々は今まで多少遠慮していた部分があると思い

ます。自分たちの生活環境を改善してほしいということよりも、まず大きい被害があったと

ころの復旧・復興が優先だよねという思いがあった。ただ、４年たってそういった方々の意

見というものも広く集めていく必要があると思います。その中で、もっと話しやすい開かれ

た役場、行政組織というものをつくっていかなければいけないのではないかなと思います。

復興事業で今まで忙しかったのでという言いわけは、そろそろ通用しないのではないかなと

思います。それが施政方針の中でどのようにあらわれているのかということはちょっとわか

らないんですけれども、それが人づくり、町民と対話していくんだという町長の覚悟に気持

ちとしてはあらわれているんだろうと思いますので、それを役場全体を挙げて町民が意見を

言いやすいような体制、状況、環境というものをつくっていっていただきたいし、つくって

いく覚悟はおありなんだろうと思いますので、そこを来年度、27年度、集中復興期間最後の

年に、発展期につなげるためにどのように取り組んでいくおつもりか、町長のお考えをもう

一度お伺いしたいと思います。

  先ほどお話の中で、避難所が開設されたときに、そこでリーダーとして町民の皆さんをまと

めてくれたり、避難所を運営していってくれた方々というのが実際町内にもいらっしゃって、

その背中を見ている30代、40代、もしくは20代、10代の若い世代がいて、その人たちの意識

も少しずつ変わりつつあるということを町長が感じておられるのであれば、その意見をオー

プンに吸い上げる場所をぜひつくっていただきたいと思いますので、お考えをお伺いしたい。

  それから、交通網ですけれども、施政方針の中で交通関係に対してあらわれているのは、ペ

ージ数でいうと５ページですけれども、ＪＲですね。この中で、どういった質問の趣旨なの

かということでしたので、もう少し狙いをはっきり絞っていきたいと思いますけれども、陸

前戸倉駅までの区間を復旧の最優先に要望しつつ、現在運行しているＢＲＴの利便性の確保

をさらに高めてまいりますという思いを町長はおっしゃっておられます。

  これは方針が転換したのかなと、私は率直に受け取りました。鉄路で復旧するというお話が

あったんだろうと思いますけれども、気仙沼までを全て鉄路でという今までのお考えから、

陸前戸倉までをまず優先すると。その先は、ある種ＢＲＴの利便性というものを認めた上で
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それを有効に活用していこうということであれば、鉄路よりもＢＲＴでもいいのかなという

お考えになったのかなと感じましたので、そこを含めて全町的な道路交通網、公共交通のあ

り方というものについて質問したつもりでありました。

  であれば、方針が転換というか、転換までいかなくても修正したりという部分があるのであ

れば、それを町民の皆さんにどうご説明するつもりなのかということをお伺いしたい。アン

ケートを以前とられたはずですけれども、そのときは鉄路復旧が要望の割合としては多かっ

たと聞いておりますので、一体そこに新しい情報があったり、いろいろ検討して熟慮を重ね

た結果の結論なのであれば、それはぜひそのお考えに至った経緯というものをお伺いしたい

なと。

  一つお断りしておきたいのは、私個人としては、私としては戸倉駅までを鉄路で、その先は

ＢＲＴでということに実はそんなに反対しているわけではありません。町民の皆さんの鉄路

復旧の要望が多いということはわかっているつもりですけれども、その先ＢＲＴでという、

ＢＲＴは私も何回か乗ったことがありますし、そこを利用されている町民の皆さんのお話と

いうものも伺ったこともありますので、一つのアイデアではあるのかなと思いますが、町の

方針として転換、もしくは方向性を変えようというのであれば、そこに至った経緯をお伺い

したいと思います。

○議長（星 喜美男君） 佐藤町長。

○町長（佐藤 仁君） オープンに議論をする場所をということですが、後藤議員もご承知のよ

うに、これまでもオープンに議論をする場所というのはまちづくり協議会、それは戸倉地区

にもあるし、志津川地区にもありますし、それから歌津地区にもあります。そういった中で、

自分たちがこの町に対する思い、それを心情を吐露する場所ということにおいては、まちづ

くり協議会３地区の中でそれぞれ皆さんにご議論をこれまでもいただいてまいりましたし、

現在もそういった活動をいただいているわけでございますので、とりわけ町民の皆さんが意

見を言う場所がないということではなくて、それなりに意見を言える場所というのは設定さ

れていると思ってございます。

  ただ、今お話しになったように、被災をされていない方々、家が残った方々、そういった

方々がどうこれからのまちづくりにかかわっていくのかということについてのそういう場所

が、ある意味まち協もそうなんですが、基本的には被災された方々が中心になっております

ので、そういう意味での被災されない方々がもっとまちづくりに意見を言える場所というの

はやっぱりこれは必要なんだろうと思ってございます。
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  それから、いろんなご意見をというポジションというか、セクションといいますか、そこは

ある意味地方創生、それから官民連携推進室、ちょっと誤解があるようなんですが、官民連

携推進室で商店街というのは、まずとっかかりはそこからスタートします。ですが、その後

に、そういった今ご指摘の部分、いわゆる地方創生絡みのそういった分野におきましても、

この部署でしっかり見直していただく。ですから、ある意味町民の皆さんのさまざまなご意

見等々につきましてはこのセクションで受け入れて、それを反映できる反映できないかとい

うのはともかくとして、そういうご意見を頂戴できる、そういうポジションにはなるんだろ

うとは思ってございます。

  それから、ＢＲＴの関係ですが、考え方が変わったということではなくて、私の以前からの

お話です。震災当初から言っているのは、陸前戸倉駅まではまず鉄路復活をしていただきた

いと。その後に鉄路というお話でございますが、ご案内のとおりまだこういう状況で、実は

問題はこの一年間、気仙沼線のことについて議論をする場所が、これは正直に言ってなかっ

たんです。これはある意味県が仲立ちをしてというお話があったんですが、これがなかなか

進んでいないんです。先日も国土交通省の鉄道局の局長がおいでになりまして、いろいろ意

見交換をさせていただきました。そこの中で、とにかく関係市町となりますと、登米市、気

仙沼市、南三陸町とそれからＪＲ、そういった当該関係者が集まってその辺の議論をする場

所を早く設けないと、いつまでたってもこれは展望が開けないということがありますので、

そこはこの間局長にも何とかその辺、取り持ち役といいますか、そういう段取りをとってい

ただいて、お互い本音をもって話し合う場所を設けていただきたい、そういう要望はさせて

いただきました。

○議長（星 喜美男君） 後藤伸太郎君。

○１番（後藤伸太郎君） １点目から、今お話しの中で、まちづくり協議会というお話が出てき

ました。まちづくり協議会は、ことし、志津川のことに私は詳しいので、志津川のことをち

ょっと例にとってお話しさせていただきたいと思うんですけれども、体制が変わりまして、

26年度から、それで町民がどちらかというと自由な、こういう町にしたい、ああいう町にし

たいと今まで言い合っていて、それには実現可能性というものは担保せずに話ができたので

逆に自由な意見が出てきたということがあったんですけれども、今までは。ただ、ことしに

入りましたら、どちらかというと役員会であるとか、そういうまちづくり協議会をコンサル

ティングしておられる方々から、こういう議題について話してくれと言われて、前情報も何

もなしにその会議の場に行ったらいきなりきょうはこういう議題ですのでと言われて、これ
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についてお話しください、さあどうぞと言われて、何を言ったらいいんだろうねという思い

はありましたので、そこが行政の責任なのかどうなのかというところはちょっと難しいんで

すけれども、まちづくり協議会を初めとして、そういう町民の声を聞く機会は今まであった

よということはもちろんわかるんです。ただそれが何々審議会とか、それこそ何々説明会と

か、町民の感覚でいえば、対等な立場ではないといいますか、我々はもうこういうことに大

体決めておりますので、あとは皆さんの判こを下さいみたいな説明会が今までやっぱり多か

ったんだろうと思うんです。それは、行政に対しての不満を増長することにもなりますし、

自分たちの思いどおりの町にならない、そんな町をつくってどうするんだということにつな

がっていくんだろうと思います。

  そういった場所でいろんな自由な意見を交わすことで、人というものやっぱり育っていくと

思いますし、自分と違う意見というのがあるんだなと、自分はこうだと思っていたけれども、

ほかの見方、ほかの立場、ほかの地域に住んでいる方からすればこういう意見があるんだと

いうことを学ぶ場でもあると思うですね。ですので、議論の方向性をあらかじめ誘導して一

つの結論にたどり着かせるための会議、要はアリバイをつくるための会議というものですの

で、必要ないと思いますので、そこは町長が、人づくりであるとか、これから町民の意見を

吸い上げていかなければいけないと、そのために官民連携室をつくったんだというのであれ

ば、認識をもう少し一歩踏み込んでというか、一段階段をおりてきていただいて変えていっ

ていただきたいなと思います。

  その上で、役場全体の接遇のお話もさっきちょっとさせていただいたと思うんですけれども、

やっぱり役場に来ていろいろ意見を言ったりということが、どこに何を言ったらいいのかわ

からないという方はやっぱりいまだに多くいらっしゃると思います。その中で移動町長室を

されて、移動町長室、例えば南方とかに行くと、かなり大勢の方が町長室にいらっしゃると

いうことですから、それ自体は非常にいいことだと思いますし、これからも続けていってい

ただきたと思うんですけれども、ただ役場全体の組織として、窓口に来たときにいらっしゃ

いませではないですけれども、にこやかに対応して、そのお話はこちらですよということを、

今総合案内もありますし、一定のご努力はされているんだろうと思いますけれども、何てい

うか、やりましたということよりも、全体の空気、雰囲気みたいなものを、今度新しく役場

庁舎もできることですし、そこに向けて例えば教育であるとか、接遇の改善というものを担

当の方がいらっしゃると思いますから、もう少し力を入れていっていただきたいと思います。

  ３回目ですので、もう一つは、先ほど若い世代の意見というものも重要だよねという認識が
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ありました。その上で役場庁舎内にも若い方がいらっしゃると思うんです。そういった方と、

例えば若手議員とか、町の若いリーダーの方とかというものの交流の場所、意見交換をする

場所というのは、こちらから提案させていただきたいと思いますので、それにご協力いただ

けるかどうかということも含めて最後お答えいただきたいと思います。

  それで、ＪＲ、ＢＲＴのお考えのほうですけれども、私の記憶ですと、以前同僚といいます

か、ほかの議員が一般質問したときに、話し合う場所というものが必要ではないかという一

般質問があったときに、もう既成同盟会が３つもあるから大丈夫ですというお答えがあった

ような気がするんですね。その中で、この一年間実は議論する場所がなかったというのは衝

撃的な発言かなとちょっと個人的には思いました。

  今までも戸倉までの鉄路復旧を最優先にしていたんだというお考え、では今までとは余りお

おむね考えは変わっていないんだというお話でしたけれども、鉄路にするかＢＲＴにするか

で、まちづくりそのもの、要は駅の位置をどこにするかということが非常に重要ですから、

そこに関係してくるのでＪＲさんには急いでいただいているんだというお話が今までありま

した。私もその流れなんだろうとずっと思っていました。それで、今回施政方針でＢＲＴは

どうだろうというようなお考えもあるようですから、そこが少し変わったのかなと思ったん

ですね。新しい情報が入って、もしくはまちづくりを今後考えていく上では、ここがタイム

リミットだと思って方針を変えたのかなと思ったんですけれども、そうではないというので

あれば、現状この27年度の予算を使って取り組もうとしている交通網の整備に関して、一体

どういうメリットを考えていて、どういうデメリットがあるとお考えなのかということは聞

かざるを得ないのかなと思います。

  ＢＲＴというのは、例えば駅をつくっても、まちづくりが変わっていく中で移動することも

ある種たやすい。鉄路で復旧してしまえば、そこから駅を動かすというのは非常に難しいで

すけれども、バスですから、バス停を動かせば駅も動かせると。もしくは、ＢＲＴが走って

いるのは日本でここだけですから、戸倉地区から志津川地区に入ってくるときに、今まで鉄

道が走っていた道路の上を、海の上を飛んでいくような路線があります。そこからの眺めで

あるとか、特別感ですね。バスでトンネルに侵入していくということを皆さんが乗ったこと

があるかどうかわかりませんけれども、非常に何というんですか、貴重なというか、なかな

か他では味わえない経験だったりもすると思いますので、それは一つメリットなんだろうと

も思うんです。

  一方で、例えば戸倉までが鉄路でということであれば、その間にある駅であるとかというこ
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とは、今まではとまっていたものが素通りになったりとか、あとはやはり鉄路にあってＢＲ

Ｔにないものというと、定時性であるとか、または大型貨物の輸送であるとかということが

考えられるんだろうと思うんです。こういったものを、ここから先は各論になってしまうか

と思いますので、方向性で構わないんですけれども、町民の要望としてやはり鉄路の復旧が

多かった、だけれども、まちづくりを考えていく上では優先すべき順番があるというのであ

れば、ＢＲＴに限った話で結構ですので、町長のお考えというのを最後に確認したいと思い

ます。

○議長（星 喜美男君） 佐藤町長。

○町長（佐藤 仁君） それでは、１点目でございますが、ある意味さっき、まち協の話になり

ましたけれども、基本的にまち協の流れが変わってきたということですが、当初まち協がス

タートして、こういう町にしたいということで皆さんからのご意見をいただいて、これは後

藤議員もご承知のように、それがある意味グランドデザインとして落とし込まれたというこ

とがございますので、町民の皆さんのそういった思いというものが一定程度これからのまち

づくりの中に反映されてきているという部分もございます。

  それから、なかなか行政主導ということだけではないんですが、復興計画の推進会議という

のがございまして、これはまさしく町民主体です。宮原育子宮城大学の教授にコーディネー

ターをやっていただいたんですが、基本的には本当に参加した皆さん、オープンにさまざま

な提言をしていただきまして、それもこちらに頂戴してございます。そこの中で実現できる

もの、あるいはそうでないものと多々ございますが、そうやってオープンに議論をしてきた

という会議も組織もございますので、それから、行政が何でもかんでも段取りをするという

ことではそれは行政頼みになってしまいますので、そうではなくてむしろもっと町民の方々

が主体になって、そしていろんなオープンに議論をして、それを行政のほうにぶつけてくる

ということも、これも地域づくり、まちづくりの一つの手段だ、手法だと思いますので、そ

ういった若い方々が一生懸命にそういった議論をするということは非常に私は尊いことだと

思っておりますし、それから、あわせて後藤議員もよくやっているように、町民の皆さんで

オープンに集まって、それぞれの地区地区に行って、それぞれの地域の皆さんのいろんな思

いを聞くという活動もしていますが、そこで多分壁にぶち当たっているのは参加人数が少な

いということだと思います。ですから、オープンに、オープンにといいますが、あとは町民

の皆さんがどう関心を持つかということだと私は思っておりますので、そういった分野で一

生懸命やっている皆さん方の後押し、バックアップは行政としてもしっかりやっていきたい
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と思っております。

  それから、ＢＲＴの関係ですが、基本的には先ほどお話ししたとおりですが、いずれ方向性

は決めなくてはいけない時期がやってくると思います。今ここまで４年間、地域内まちづく

りをやって進めてまいりました。かさ上げもやって、それから造成工事もやっているという

状況の中で、果たしてどういう方向性があるのかということについては、これは早晩決めて

いかないと、まちづくりそのものに影響が出ると思います。したがいまして、先ほどいいま

したように、１年間やってこなかったということと、それから逆に各自治体が要望活動を行

ってきたという事実はございますので、そこはひとつご理解をいただきたいと思いますが、

繰り返しますが、今ここで詳しくお話しするわけにはまいりませんが、いずれ方向性はいず

れ遠くない時期に決めていかざるを得ないんだろうと思っております。

  若い職員とかという今お話がありましたが、先日ですよね、ポータルセンターで開催した東

北オフサイトミーティング、あそこにもうちの職員が五、六人出ていまして、あれは一つの

芽かなと思います。あの方々がそういった地域づくり、あるいはいろんな方々との連携がで

きるようなそういう場所に積極的に彼らは自分たちで出ていっていますので、そういう機会

を彼らが設けて、そして出ていくということについては、これからのそういう機会があれば、

彼らを積極的にその辺のいろんなミーティングを含めて参加をさせたいと思います。

  いずれ、とにかく行政とか、町民とか、企業人とか、そういうことではなくて、トータルで

どうやってこの町をということでさまざまな議論をして、そしてこの間も全国からおいでに

なっていますので、ほかの人の考えというのはどういうんだろうと。この間も、私、そこで

ちょっと講演させていただいたときにもお話ししたんですが、大海を知るということがいか

にその人のその後の人生に役立つかということをお話しさせていただきましたので、基本的

にはそういういろんな未知の世界に自分から飛び込んでいって、さまざまな知見を得るとい

うことは非常に重要だと思います。

○議長（星 喜美男君） ３番及川幸子君。

○３番（及川幸子君） おはようございます。３番及川です。

  この町長の施政方針をきのう読み上げていただいて、昨年と大きく違ったのはどこかなと思

いました。その中で、私の何ていいましょうかね、希望といいますか、ああ、これかなと思

うところを一点お挙げすると、一点挙げたいと思うところは、やはり地方創生です。地方創

生の総合戦略を作成し、少子化と人口減少の克服に向けた具体的な取り組みを展開させるほ

か、官民連携によるまちづくりの施策を推進するということなんですけれども、それで新た
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に地方創生と官民連帯推進室を設置するとあります。この少子化と人口減少の克服に向けた

具体的な取り組みとございます。私もいろいろと少子化問題については一般質問をさせてい

ただいていますけれども、もう少しこの具体的な取り組み、では何なのか。新しい課を設置

するということは、予算も計上し人数もそこには決められて、もうスタートラインに立って

いますというときに、どういう中身のものにしていくのかということがおのずともう決まっ

ていると思います。そこで、その辺をもう少し詳しくお伺いします。

  それから、もう一点は、前者の議員もただいま申し上げました。去年私も一般質問でＢＲＴ

のことをお話ししました。やはり、その中で動きがないのであれば、町長がみずから核とな

ってそれを推進して取り組んでいくべきでないかということを質問させていただきました。

今ここ27年度の施政方針で出てきました。私も実はがっかりしたところがありました。これ

には復興というものがあるので、もっとスピーディーにやるべきでないかなという思いがし

ております。

  それから、もう一点は、非常に同じ三陸町でも、私は常に言っていることなんですけれども、

志津川、戸倉、入谷、歌津とずっと風土が違うというか、先人たちの思いというか、生活環

境が、同じ南三陸町であってもそれぞれ違います。そういった中で、先日から申告が始まっ

ていますけれども、やはり歌津の場合を例に取り上げますと、今まで長らくそういう申告に

対する思いというものが、第１次産業ですから、早く言えば丼勘定というか、帳簿もつけな

い、歳入歳出、そういうものもきちんと把握しない丼勘定で今まではやってきました。そう

いった中で、今回から申告のやり方が変わりますということでチラシも入りました。あなた

は農業収入ですか、漁業収入ですか、給与収入ですか、まずその辺まではいいにしても、そ

のこと自体が住民に対しては今までと違うやり方なので、どうしていいかわからないという

不安が出てくるわけです。我々行政マン上がりはそういうことは感じられないんですけれど

も、一生懸命今復興に向けて自立再建して、南三陸町で歌津が一番自立再建している件数が

多いと思うんですよ。一生懸命働いてまた自分のうちを建てなければいけないという。先ほ

ど町長は、自立に向けてもらいたい、何でもかんでも行政にすがってもらうのではない方向

をとりたいと言っていますけれども、やはり町民はいち早く自分のうちを何とか再建に向け

てやりたいと日々努力しているんです。そういう姿が、私はそばで暮らしている人間なので

ありありとわかるんですけれども、そうしたとき、申告の方法が変わるのはいいんです、変

わって。ただその中で説明を、チラシ、いろいろＰＲしているんですけれども、担当課は担

当課なりで一生懸命やっているんですけれども、前回も支所のあり方で議論させていただき
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ましたけれども、その前にこういうお客さんが来たらば、例えば今度申告の方法が変わりま

すよ、こうなりますからねとか、そういうことを身近で申告が始まる前に放送なんかでは流

していますけれども……。

○議長（星 喜美男君） ３番議員、施政方針に対する総括的質疑を行ってください。

○３番（及川幸子君） はい。そういうことも考えられますので、このことし27年度の施政方針

に対しては、もっと町民目線で考えて、１番議員もおっしゃいましたけれども、目線をどこ

に置くのかというところがこの施政方針にはどこにも見受けられない感じがします。そうい

うところでこれに盛り込まれているところがあれば教えていただきたいと思います。

  以上、３点お願いします。

○議長（星 喜美男君） 佐藤町長。

○町長（佐藤 仁君） 及川議員がライフワークで少子化、あるいは結婚問題ということでご質

問をたびたびいただいているのは承知しておりますが、基本的に具体にということは、この

地方版の総合戦略、これを来年度つくって、具体策をそこに盛り込むということで施政方針

の中でお示しをさせていただいておりますので、これから具体にはそういった部署でいろい

ろ議論をしていくということになろうかと思いますが、いずれ新年度予算の中で、前にもお

話しましたように、子育て支援ということについては力を入れさせていただきたいというこ

とで、医療費の問題、それから保育料の問題等々を盛り込んだ予算を提案させていただいて

おりますので、その辺はご理解を賜れば大変ありがたいと思いますので、よろしくお願いし

たいと思います。

  それから、ＢＲＴに関しては、基本的には先ほど後藤伸太郎議員にお話をしたとおり、いず

れそう遠くない時期に方向性は決めなければいけないだろうというのが我々の考えでござい

ます。今この場所でこういうふうにするということではなくて、基本的には気仙沼市の問題、

登米市のほうもございますので、そちらの方々との意見交換もせざるを得ないということで

すので、今ここで町の考え方ということではなくて、そういった議論を重ねて方向性を出し

ていきたいと思います。

  町民目線というお話ですが、基本的にはこれはほとんど政策、これは町民を相手にして、町

民の皆さんにどう住民サービスを提供するかということで記載をさせていただておりますの

で、町民目線という形の中で我々とすればこの施政方針をつくっているという考えでござい

ますので、ご理解をいただきたいと思います。

○議長（星 喜美男君） 及川幸子君。
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○３番（及川幸子君） 今ここで具体的なことといえば、子育てとか保育料の減額とか、そうい

うことを展開させていくという方向性だということをお伺いしました。それだけでなく、こ

れからはそういう目線で地方創生事業を当町に多く取り入れて、町民のためにやっていただ

きたいと思います。

  それから、町民目線なんですけれども、このことは何事についてもこの施政方針全般に言え

ることですけれども、常に私たちは町民のことを考えながら仕事をしていくわけですけれど

も、ことしはこういう大きな柱のことを掲げて、ことしならず昨年も26年度もやっているわ

けですけれども、第一にそれが必要でないかなと思います。そういうことから、先ほどのＢ

ＲＴの話ではないですけれども、乗って経験をする、そしてまた両方のよさを取り入れて、

鉄路の件、ＢＲＴの件、それらのアンケートを一度とりましたけれども、またアンケートな

どをとる予定があるかどうか、この施政方針の中にはそういうことがございませんけれども、

町民の声を聞くという立場から、そういうものをやっていけたらと思いますけれども、その

辺についてはこの施政方針の中ではうたわれていないんですけれども、どういう考えでいら

っしゃいますでしょうか。お伺いします。

○議長（星 喜美男君） 佐藤町長。

○町長（佐藤 仁君） 及川議員も行政経験が長いわけですので、基本的には主役が町民でござ

います。そのためにどのような町民サービスを提供するか、どういう福祉を提供するかとい

うことが我々としての大きな使命でございますので、今後ともそういった姿勢をしっかりと

持ちながら進めてまいりたいと思っております。

  ＢＲＴの関係ですが、アンケートをとるかとらないかが施政方針にないというんですが、そ

こまで書くつもりももちろんございませんので、考え方としてさせていただきますと、アン

ケートはケース・バイ・ケースだと思いますが、基本的にどうなんだろうと実は個人的には

思っております。といいますのも、この間アンケートをとらせていただいたときに、多分結

果もご承知だと思いますが、鉄路復活というのが町民の皆さんの80年の悲願で気仙沼線が開

通したわけですから、鉄路復活という思いはわかります。しかしながら、その後に、鉄路復

活した後に乗りますかと、利用しますかという質問項目もあるんですが、ほとんどというか、

乗る方というのは少ない。ご承知のように気仙沼線、震災前から赤字です。震災後、こうい

う状況になりまして、また復活するということになりましても、多分赤字路線だろうと思い

ます。そういった路線の現実を考えたときに、果たしてどうなんだろうという基本的な思い

があります。ですから、アンケートをとって、そして復活をしたい、してもらいたい、我々
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も、皆さん利用しますというような結果が出ると、これまた一つは方向性が見えると思いま

すが、なかなかその考え方、あったほうがいいよね、だけれども乗りませんよという、その

結果ではなかなかこれを動かすというのは非常に難しいと思っております。

○議長（星 喜美男君） 及川幸子君。

○３番（及川幸子君） 今のご説明ですと、アンケートがはっきりと出ない中、回答が、結論が

あったほうがいいねという、乗らないという結果が出ているから、先が見てきたような気も

しますけれども、このことについてはこれからも町民の意見を聞きながら、一緒に我々議会

と一緒に進めていきたい問題ですので、よろしくお願いいたします。

  以上、終わります。

○議長（星 喜美男君） ６番今野雄紀君。

○６番（今野雄紀君） おはようございます。６番今野です。

  私も先ほど前議員と同じように町民目線ということを大切に、今回は協働のまちづくりとあ

と持続可能なまちづくりにおいての選択と集中ということを重点的に、２つを主に伺いたい

と思います。

  26年度は大規模な復興予算を確保し、生活再建、住宅再建を一層加速させながら、創造的復

興に向けて、復旧・復興に全庁を挙げて取り組んできたとし、27年度、本年度は国にあって

は、地方創生を政権が掲げ、人口減少への対応、定住化対策等を取り組み、創造的復興に有

効な具体的な施策を実現していくとあります。県においても、被災者の生活再建と地域経済

の再生を最優先課題と位置づけているとあり、当南三陸町においては、27年度は復興期から

発展期への着実な移行のため、長期総合計画をつくり上げ、中長期的な町の将来図を見出し

てゆきとあり、その中に目下の最重要課題は、被災した多くの町民は今なお不自由な生活を

余儀なくされており、仮設住宅に必要な維持管理、できる限り良好な生活環境を確保、心の

ケアなどを挙げております。町政運営の方向性として５つの大きな柱が挙げられ、震災復興

の推進、生活再建、住宅再建を全庁体制で取り組み、町民誰もが安心・安全で豊かさを実感

できる復興をなし遂げ、未来に誇れるまちをつくり出すとあり、なお、新しい高台住宅地が

順次完成し、町民主体による共同のまちづくりが進み始めたと施政方針がありました。

  そこで、質問として、協働のまちづくりを進めていくことに関しての点について伺いたいと

思います。まず、協働とは、先ほど前議員の答弁でも語っていたんですが、改めて誰と誰と

どのような協働なのか。例えば、先ほど答弁があったように、民意を反映すべく、まちづく

り協議会など町とかだと思うんですが、協働といった場合、どういう状況なのか伺いたいと
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思います。まずこれが第１点目なんですけれども。

  第２点目としましては、持続可能なまちづくり、復興事業の重点配分による選択と集中で取

り組むとあります。通常の予算分約70億円、復興事業の分は約その６倍の455億円、これだけ

のお金を使っていて、なぜこうよその自治体への人口流出が続くのか、どのようにそこを捉

えているのか伺いたいと思います。

  私は、国からの補助が今のところ約100％ということもあり、そのせいかどうかわかりませ

んけれども、予算の組み方としては補助事業を、さきの補正でもあれしたんですけれども、

マックスで申請していると、補正の際の質問のときに答弁がありました。私はこの議会でも

時折嫌味のようにと申しますか、発言していますけれども、誰のための復興か、果たして町

民や住民のためになっているのか。まるで、役所の方たちとゼネコンさんたちのためだけの

復興のような気がしてならないということを、これは住民サイドからの目線であって、実際

の町の仕事は国からの制約なり大変な部分も多々あると察してはいるんですけれども、それ

につけても歯どめのかからない人口流出、例えば全額補助という響きから、復興を買い物に

例えると、私は買い物が全額補助ということで、デパートで復興のための買い物をすると例

えた場合、お金は出してもらえるからと、デパートの経営者はゼネコン、買い物へは役所の

方たちだけでトラック4.5トンのロングで乗りつけ、片っ端からてんこ山盛り、荷台いっぱい

に買っているような状態だと思います。そこで、いまだ仮設で暮らしている方たちにとって

必要なものがあるのに、買い物には連れていってもらっていないような状況であるのでない

かというような思いがしております。

  そこで、必要なのは、先ほどの前議員もただしていましたけれども、住民目線での選択と集

中も必要ではないかという思いで、住民目線での選択と集中、何を選択し何に集中していく

のか、以上２点、伺いたいと思います。

○議長（星 喜美男君） 佐藤町長。

○町長（佐藤 仁君） 協働は誰とやるんだというご質問でございます。協働の意味はと、これ

は町民の皆さん、我々行政、それからあわせて震災後に全国からたくさんの皆さん方、企業

の方、ボランティアの方、さまざまなご意見をお寄せいただいている方々がいらっしゃいま

すので、そういった方々と一緒に汗を流しながら町をつくるというのが協働だと認識してご

ざいます。

  それから、人口流出問題ですが、基本的には住宅再建、これがなかなか造成も含めて進まな

いというのが大きな理由だと思ってございます。議員もご承知だと思います、我々は制度の
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中で一定の制約を受けながら復興事業を進めておりますので、そういったなかなか詰まるよ

うな部分というのは非常にあります。そこは議員ですから、篤とご承知だと思います。選択

と集中ということでございますが、我々が今周知しなければいけないのは、まさしく復興事

業をどういかに早く進めるかということが我々の大きな課せられた課題だと思っております。

○議長（星 喜美男君） 今野雄紀君。

○６番（今野雄紀君） 町長答弁があったように、住宅再建、いろいろ制約があるということで

すけれども、協働に関しては、町にあっては、プロパーの職員、補助的臨時職員、それと先

ほど町長答弁があったように、全国からの応援職員、それらの方たちが懸命に実務に当たっ

ているものとは思います。そこで、町にあっては、復興の実務を担当していくプロパー、補

助の職員たち、派遣を受けている災害支援職員の方たちが一丸となって復興に取り組んでい

るわけだとは改めて思うんですけれども、一日も早く生活再建、住宅再建を目指して取り組

んでいる中で、住民の方の中から行政に携わる方たちがよその自治体へ住宅再建をしている

という話が持ち上がっています。本来は、誰もが住みたいと思えるような魅力的なまちづく

りに取り組んでいる最中に、そのようなことが起きているということに対し、協働のまちづ

くりを全力で進めていく上での町長の27年度のまちづくりへの意気込みを改めて伺いたいと

思います。

  応援の職員は約107名ということで、その費用に関しては14億円、単純に１人当たり1,300万

円を要しています。その1,300万円という１人分での金額は、補助の事務の方たちを約10人雇

えるという額でもあります。そういった方たちの応援を得ている中、いろんな事情がある中、

町民の方たちは置き去りにされた感が否めないと思います。町長、さきの一般質問の答弁の

中、三陸道開通で仕事でこの町に通う人たち、逆にこの町からほかの自治体へ通う人たちが

多くなるという答弁もあり、そのこともやぶさかではないと思います。しかし、この行政に

携わる方たちの倫理観と申しますか、良心の呵責のようなものを促していただく、どうなの

か、その点について伺いたいと思います。

  第２点目の選択と集中に関してなんですけれども、復興に向けて集中していくということで

すけれども、莫大と思われる復興予算を使って、果たしてどのような創造的復興をなし遂げ

られるのか。もしかすると、町民や住民の方たちは、復興破れて山河ありではなくて、復興

を終えての山河あり、その行く末を案じての人口流出の一因になっているのかという思いも

あります。復興を終えてからのこの町の姿についてどのようなイメージを持っているのか、

方向性として５つの主要方針と震災復興計画の復興目標の今年度の財政運営の主要施策の概
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要を読めばわかるだろうとお思いでしょうけれども、これら途中での最終的な形を伺いたい

と思います。

○議長（星 喜美男君） 暫時休憩をいたします。再開は11時15分といたします。

     午前１１時００分  休憩

                                           

     午前１１時１５分  開議

○議長（星 喜美男君） おそろいですので、休憩前に引き続き会議を開きます。

  建設課長が着席しております。

  今野雄紀君の質疑を続行いたします。佐藤町長。

○町長（佐藤 仁君） １点目のご質問でございますが、ぞれぞれのご家庭の事情等もございま

すし、それからこれは個人の権利でございますので、その辺は一つご理解をいただきたいと

思います。

  ２点目ですが、誰のためにということですが、これは基本的に我々が復興計画を作成させて

いただいて、議会の皆さん方にお示しさせていただいて、そして議会の皆さん方の承認がな

ければ我々は復興事業を進められませんので、そういう意味におきましては、皆さん方のご

理解をいただいて復興事業を進めているという認識をしてございます。当町の森、山、海、

里、これがしっかり残っておりますので、こういった従来南三陸町としてのある意味特徴の

あるこの風土、これをしっかりと生かしたまちづくりというのはこれからも継続して続けて

いくんだろうと思います。幸い、水産業、今、皆さん元気に頑張っていらっしゃいますので、

この基幹産業である水産業を中心にしてこの南三陸町のなりわいが行くということは、これ

はこれまでもそうですし、これからも変わるものではないと思っております。

○議長（星 喜美男君） 今野雄紀君。

○６番（今野雄紀君） 今、町長の答弁があったように、最初の質問は個人の権利であるという

ことでわかりました。

  そこに２点目の質問としては、私たちを初め議会の理解を得ての復興計画ということで、今

後、海、森、山、風土を大切にしたまちづくりにしたいということでわかりました。

  そこで、昨年の行政報告の一番最後に二、三行引用させていただきますと、復興は長く厳し

い道のりであり、復興期の混乱を乗り越え、多くの方たちからいただいた温かいご支援への

感謝の気持ちを忘れずに、復興期としての町の礎を町民の皆様、議会関係者、関係機関等と

の連携を密にしながら、協働の取り組みの上に築き、さらに発展期とし、新たな南三陸町の
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魅力を想像しつつ、小さくてもきらりと光る町を取り戻すため、全身全霊を傾け町政運営に

当たってまいる所存であると、昨年は方針のあれを述べられました。役所の仕事というもの

は、私が思うに、単年度で勝負をつけていく仕事だと思っていますので、それをある程度の

中長期的な目線ですか、そういったやつでしていくことも私は大切だと思います。

  そこで、昨年の総括では細々と項目を並べ過ぎ、わけのわからない状態だったのですが、今

回は大きく２点だけの質問でした。行政に携わる方たちの流出、以前にも述べたように、例

えば見返りを求めないふるさと納税などを期待し、あわせてこれまで復興を待ち切れずこの

町から離れ、よその自治体に再建を果たした方たちにも、活動人口してのかかわりも考えら

れる中、これもあわせてふるさと納税に期待し、それらの方々がうらやむほどの魅力的で住

んでみたいというまちづくりに職員、応援の職員、そして臨時の補助の事務の方たち、足並

みをそろえ一丸となって復旧・復興に27年度も取り組むという決意をいま一度町長に確認さ

せていただき、６番今野雄紀、総括ならぬ喝のような質疑でしたが、先日、昼休み、図書館

から、サッカー石田衣良さんの一番新しいエッセーを借りました。その中の政治についての

部分で、政治は人々に希望を与えることが大切だと載っていました。細部に関しては、住民

目線での少しでも住民、町民の方たちに希望を持ってもらえるように、恥ずかしながら選挙

で選ばれ、住民たち、町民たちの代表として幾らかでも希望を持ってもらえるよう、予算委

員会で質問させていただくことを誓って総括質疑とさせていただきます。

○議長（星 喜美男君） 佐藤町長。

○町長（佐藤 仁君） この４年の歩みを振り返ってみましても、まさしく職員、それから派遣

職員の皆さん方の力がなければここまでやってこられなかったというのはまさしく紛れもな

い事実でございますので、これからも職員、それから派遣職員の皆さん、力を合わせて一丸

となって新しいまちをつくっていきたいと思っておりますので、これからもまたいろいろ叱

咤激励をいただきながら我々も邁進していきたいと思いますので、よろしくお願い申し上げ

たいと思います。

○議長（星 喜美男君） ４番小野寺久幸君。

○４番（小野寺久幸君） おはようございます。小野寺です。

  この27年度の施政方針演説及び予算につきまして質問をしたいと思います。

  この内容につきしては、いろいろ大変な中、これをつくり上げるというのは、上げてくださ

った職員の皆様、それから今、被災して４年も過ぎてまだまだ復興の芽が、復興を感じられ

ない人たちの苦労を考えながらちょっと質問をしてみたいと思います。
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  １ページ目なんですけれども、生活再建という住宅再建、これが一番だとありますけれども、

今国での住宅再建の支援が300万円となっています。この300万円というお金がこの４年の間

に、資材の高騰とか、それから途中消費税の値上げもありまして、非常に苦しくなっている

ということですので、この生活再建に対する支援をもっと充実させるべきではないかと思い

ます。

  それから、２ページ目ですけれども、復興期から発展期へという言葉がありますけれども、

この間の新聞に政府が16年度からの５年間を後期復興期間、仮称だそうですけれども、とい

うことで、予算は６兆円だと。３県が必要だと思われる予算が８兆円以上になるだろうと言

われていまして、この予算が足りなくなるのは目に見えている状況です。このことに関して、

議会としても中央へ要望したり、町としても集中復興期間の延長を要望してはいるんですけ

れども、なかなか難しいと。政府が集中と精査だと言っていますけれども、やはりこの復興

予算をきちんと確保できるようにしていかなければいけないと思います。

  次に、５ページですけれども、防災の話がありますけれども、一般の災害に対する防災はも

ちろんなんですけれども、いつも同じことを言っていますけれども、原発の再稼働に対する

町長の姿勢、住民、町民の命を守る立場にある町長の姿勢をもう一度伺いたいと思います。

  それから、先ほどから言っていますけれども、ＪＲ気仙沼線の復旧についてなんですけれど

も、先ほど町長は赤字なんだと、つくっても赤字なんだからそれはなかなか言いにくいんだ

というような感じのお話でしたけれども、何で地方が赤字なのかということをもう少し考え

てみれば、国鉄が民営化されて赤字路線が切り捨てられて、それで地方がますます落ち込ん

できたというような大くくりの状況があると思うんですけれども、その辺の感想をお伺いし

ます。

  それから、６ページに医療費の問題がありますけれども、高校生まで、18歳までということ

でしたけれども、ほかの市町村でもこの18歳までというのを言い始めていまして、まだ実現

はしていないようですけれども、どうせやるのであれば所得制限なしの医療費無料化という

のをぜひやっていただきたいと思います。

  次に、７ページですけれども、農業の問題です。けさのテレビのニュースでしたけれども、

せっかく震災後に補助金を入れて再建した農家が破産してしまったとか、今後続けたいけれ

ども担い手がいない、販路が戻らないというような問題があります。当町でも農地が復旧し

てこれから始めるわけですけれども、やはり初期費用に苦労しているところが多いようです

ので、その初期費用に対する……。
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○議長（星 喜美男君） ４番議員、具体な政策とかに対する個別の政策は、予算審査の中で行

ってください。

○４番（小野寺久幸君） はい、わかりました。

  では、細かいことはちょっと置きまして、一点だけ。計画をつくるに当たって、あるいは地

方の生活について、苦労あるいは、をもたらしている現況について一点だけお伺いします。

  最初に、１ページですけれども、選挙によって現政権が強い基盤をつくったとありますけれ

ども、この内容は実はそんなに票はとっていなくて、票はとっていないけれども議席だけが

多いというようなことになっております。今行われています小選挙区制による票のねじれに

ついてお伺いします。

  それから、もう一点です。９ページですけれども、９ページの中段から下に、政府のアベノ

ミクスの取り組みによって好循環が動き始めたということがありますけれども、９日の衆議

院予算委員会の中央公聴会というところで公述人が答えていますけれども、今のアベノミク

スでは格差が広がる一方で、特に地方の活性化にはつながらないだろうというような答えを

しておりますけれども、この点についてお願いします。

○議長（星 喜美男君） 佐藤町長。

○町長（佐藤 仁君） せっかくご質問いただきましたので、順番にお答えさせていただきたい

と思います。

  最初の生活支援金の関係でございますが、実は先月ですが、岩手13の市と町、それから宮城

県の５つの市と町、合わせて18の首長で中央陳情をさせていただきました。自民党本部、公

明党、それから各省庁を回らせていただきまして、岩手の首長さんからこの話が出まして、

いわゆる消費税が値上がりする、それから資材高騰しているという観点を考えれば、これを

もう少し上積みしていただけないかというお話がございましたが、残念ながら今この問題に

ついて国として改めて上積みを図るということは難しいというお話を言下にお話をされまし

たので、要望することは要望するにしても、なかなか現状の今のあり方にすれば非常に厳し

いだろうと、私としてはというか、18の首長全員そういう思いで帰ってきたということがご

ざいますので、お話をさせていただきたいと思います。

  それから、集中復興期間でございますが、これは今どういう方向で行くのかということは、

概算要求の段階までに復興大臣としても方向性は決めたいというお話をしておりますので、

我々としてもそういった集中復興期間の延長ということについては、これまで同様に申し上

げさせていただきたいと思っておりますが、ここに来てまだ問題になっているのは、いわゆ
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る自治体の復興事業の一部負担というお話がありますが、これは一部負担が出てまいります

と、まさしく復興事業が頓挫しかねないということになりますので、ここはきのうの記者会

見で村井知事も言っておりましたが、３県の知事、それから３県の被災自治体の首長みんな

でこの問題についてはとにかく国に積極的に働きかけようというお話がありますので、南三

陸町といたしましてもそういった取り組みは積極的にやりたいと考えてございます。

  それから、原子力の問題では、これは再三私、お話ししておりますように、エネルギー政策

についてはこれは国の問題でございますので、ここはしっかりとその辺の推移という部分で

は注視をしたいと思ってございます。この間、ＵＰＺ協定を結ばせていただきましたが、あ

の問題については決して再稼働を容認ということではございませんので、そこはこの間もお

話ししましたように切り分けてお考えをいただきたいと思ってございます。

  それから、ＪＲの気仙沼線の関係でございますが、国鉄の時代はというお話をしますが、国

鉄時代、こういう言葉が適切かどうかわかりませんが、ある意味親方日の丸ということで、

莫大な借金を残しました。それが、たばこ税を含めて、そういったさまざまな税で負担をし

ている。これは翻ってみると、国民全体が国鉄の赤字を皆さんで補塡してきたということで

ございますので、あれがいつまでも続くかといいますと絶対続くはずがない、国だからこそ

もった話でありまして、それはもつわけがないと思います。したがいまして、今民営化にな

ってＪＲ東日本が当方を管轄しておりますが、そういったＪＲという一つの民間企業、その

辺の考え方というのはやはりどうしても株主がいますので、そういった方々に対しての、ス

トックホルダーに対する責任ということも当然発生してきますので、さまざま選択肢がある

んだろうと思ってございます。

  それから、医療費の所得制限の関係でございますが、所得がある方にはやはり医療費、これ

はお出しいただくというのが当然だろうと思います。そこは所得制限を見直すということは

なかなか難しいだろうと思います。

  それから、産業のいわゆる初期投資の関係でございますが、これは小野寺議員、篤とご承知

だと思いますが、水産業においてはもう８分の７の補助、それからあるいはグループ化で４

分の３の補助、それから農業に至ってはほとんどほぼ100％の国庫補助、これは税金を使って

やっておりますので、これ以上の上乗せということになりますと、これはまさしく非常に自

立という観点からいくと厳しいんだろうと思っております。

  それから、選挙制度でございますが、この選挙制度までちょっと私にご質問いただいてもな

んですが、これはある意味国の制度で小選挙区制ということになっておりますので、そこの
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中で票数がとれなくてもある意味一定程度議席だけがふえたというのは、これは今の選挙制

度上の問題でございますので、ここは私がある意味コメントする立場でもないと言わせてい

ただきたいと思います。

  それから、アベノミクスの見方というのは、これはいろいろさまざまです。評価している学

者さんもいらっしゃれば、それから批判をしている学者さんもいます。したがいまして、そ

れぞれの見方というのがあるんだろうと思っております。

○議長（星 喜美男君） 小野寺久幸君。

○４番（小野寺久幸君） 支援金は難しいという国の考えなんでしょうけれども、これを町でや

れというのもまたちょっと酷な話だとは思うんですけれども、実際、被災を受けてこれから

再建しようという人たちが家を建てようと思ったけれどもちょっとやめたと、復興住宅に入

るしかないというような方も多いようです。ですから、その支援を考えるべきだと思います。

  それから、復興から発展期へ着実な移行を図るというような言葉が２ページにありますけれ

ども、先ほど言いましたように、なかなか復興を実感できない人がたくさんいると思います。

一部その事業が再開して進んでいる方もいるようですけれども、多くの住民はなかなか実感

ができないというようなことがあるようです。仮設の人たちからは、もう４年もたって生活

も限界に来ているという、なかなかこれまで声にならなかった声が出ているということです。

その生活環境、カビとか住宅の傾きとか、そういうのがあります。それから、近所づき合い

の問題とか、不活発病がふえているとか、そういう問題があるようですので、そのことの対

する支援というのは、今後ますます、早くとも今後２年ぐらいは仮設住宅が続きますので、

支援が必要だと思います。

  原子力に対しては、なかなか意見が合わないところではありますけれども、安全協定の中に

再稼働についての合意が得られなかったと。それから、この間の新聞をちょっと見たんです

けれども、東北電力の会長が今回の協定は再稼働に向けた信頼をつくる第一歩だというお話

があったようです。町長、この間の答弁ではそれには関係ありませんと。思惑の違いがある

ようですので、その辺をやはり町として意見が言えるような協定なりをつくる必要があると

思います。

  それから、医療費に関してですけれども、所得制限をどこにするかという問題になるとは思

うんですけれども、４年たって非常に生活が苦しくなっている特に被災者のことを考えれば、

18歳まで医療費を無料にするのであれば、今後の生活再建を考えれば所得制限を外していく

べきではないかと思います。
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  それから、農業の初期投資なんですけれども、先ほど言いましたように、始めようと思って

もやはり運転資金がないというようなこともありますので、何らかの形で支援が必要だと思

います。

  選挙制度とかアベノミクスに関してはなかなか言いにくいところがあるんですけれども、ア

ベノミクスに関しては、結局物価を上げて消費税を上げようとしたんですけれども、それが

うまくいかなかったという現実があります。それと、いろんな政策をやっているんですけれ

ども実質賃金が上がっていないという状況がありますので、経済の活性化に本当につながる

かどうかという疑問は多いと思います。その点、お伺いします。

○議長（星 喜美男君） 佐藤町長。

○町長（佐藤 仁君） １点目の生活支援金の関係でございますが、先ほどもお話ししましたけ

れども、大変国にそのお話をさせていただきましたが、正直に申し上げまして、先ほど言い

ましたように大変感触が悪いと言わざるを得ないだろうと思います。

  それから、なかなか復興が実感できないと。もちろんこういう大災害で自宅も壊滅というこ

とでございますので、精神的に参っている町民の方々がたくさんいらっしゃると思います。

その中にありまして、生活不活発病の問題につきまして今ご指摘がありましたが、町として

もこの生活不活発病、保健福祉課だけではなくて他の課も含めてそういった対応、対策とい

うのをこれまでも講じてまいりましたし、今後ともこういった心のケアといいますか、そう

いう分野についてはこれからも取り組んでまいりたいと思っております。

  それから、再稼働の関係でございますが、基本的にＵＰＺのあの会は再稼働の問題を議論す

る場所ではございません。あれは、広域避難とか、そういった問題について議論をするとい

う場所でございますので、我々、さっき合意が得られないというお話ですが、再稼働の問題

について合意とかそういう、もともとそれはないんですから、そこはひとつご理解をいただ

きたいと。それから、国あるいは東北電力に物を言えるようにということですが、そこは覚

書の中で担保させていただいておりますので、それは余り小野寺議員、心配なさらなくて結

構だろうと思います。

  それから、所得制限の関係でございます。これはもう残念ながら外せないと思います。やっ

ぱり応分の所得のある方々には応分のご負担をいただくというのは、これは当然だろうと思

っておりますので。

  それから、農業の関係ですが、基本的には町といいますか、これは基盤整備、これはもうし

っかり町としてさせていただく。先ほど言いましたように、ほぼ100％の補助率で復興してご
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ざいます。それから、農機具の問題についても、これはお貸しをするということになってご

ざいますので、ある意味自分で買わなくても借りてその辺を利用していただければと思いま

す。問題は、どう復活していくかというそういう気持ちの持ち方というのは非常に大事なん

だろうと思います。利子補給等も含めて町としても支援してございますので、そこはあと何

かいろいろご相談があれば、町としてもそれには乗りたいと思ってございます。

  それから、経済の関係、これは難しいんですね、いろんな見方がございますので。基本的に

日本全国全体とすれば、ある意味株高の状況がずっと続いておりますので、こういった日本

国内、お金が結構貫流していると。それがある意味地方になかなか流れてこないという現実

はあります。そこは昨年12月の選挙の折にも安倍総理が言っているように、この間もちょっ

とお話ししていたようですが、基本的には地方にもそういった恩恵が行くようにというお話

をしておりますので、そういうのを大いに我々もご期待をさせていただければというふうに

思っております。

○議長（星 喜美男君） 小野寺久幸君。

○４番（小野寺久幸君） では、細かいことはまた後にしまして、その最後の１点ですけれども、

結局お金が地方に回らないと。それはどこに原因があるかというところなんですけれども、

ずっと進められてきました消費税の値上げとセットになっている大企業を減税と、企業にた

まっている内部留保と、それからお金が世界中に流れ出していると、それから外国からお金

が入ってくるという、その流れが、大きなお金は動いているんですけれども地方にはなかな

か回ってこないというところがあると思います。あとは細かいことになりますので、もう一

つだけお伺いします。

  ＴＰＰというのが今進められております。その影響を特に農業、それから実は農業だけでは

ないいろんな分野に影響が及んでおりまして、それが地方の経済にも影響していると思いま

す。このＴＰＰを進めるということについての町長のお考えをお伺いして終わりにします。

○議長（星 喜美男君） 佐藤町長。

○町長（佐藤 仁君） ご案内のとおり、ＴＰＰ、農業だけではなくて、医療分野も含めてさま

ざまな影響が日本にあるだろうという指摘もございますが、いずれ例えば農業分野にしても

いろんな今交渉中でございまして、どこで折り合いをつけるかということについて今なかな

か難しい迷路に入っているんだろうと思いますが、いずれにしましても、日本経済が未来に

向かってしっかりと立ち上がっていくというそういうある意味政策ということが今後ともや

っぱり必要なんだろうと。従来こういう流れだから従来と同じようにというわけにはなかな
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かいかないんだろうと、そういう時代に来ているんだと私は思います。賛成とか反対ではな

くて、そこはしっかりと見きわめながらというふうに思っております。

○議長（星 喜美男君） 11番菅原辰雄君。

○11番（菅原辰雄君） 平成27年度予算は、震災からの復興が最重要課題であるということは誰

もが認めるところであり、施政方針及び予算概要でもそこに触れられております。しかしな

がら、直接被災しない地域、町民も数多くおります。その方々への配慮、あるいは地域課題、

問題等を町長はどのように捉え、どのような予算措置をしているのか。震災復興関係だけで

はなくて、通常の予算はあるので、それらを活用した地域課題の解消、これに載っていない

部分をあえて説明をお願いするものであります。

○議長（星 喜美男君） 佐藤町長。

○町長（佐藤 仁君） 大変難しい問題でござまして、被災しない地域でどういう区分けをする

かというのは、多分被災した、被災しない。被災しないところにどういう政策があるのかと

いうことですが、そういう政策ということについては、ある意味これは予算全般の中で我々

は配慮しながら進めておりますので、個別にこれが被災しない地域の予算ですよとか、政策

ですよということでは私はないと思います。

○議長（星 喜美男君） 菅原辰雄君。

○11番（菅原辰雄君） 全くそのとおりなんです。まちづくりはごく一部の地域だけではなくて、

全体を通してまちづくりをやっていくわけでありますので、今あえて私が言ったのは、ここ

の中でもそういう概要の中でやっぱりこういうので配慮しました、そういうことも必要では

ないかなと。とりあえず、これまでもいろいろ一般質問等で地域の課題、問題等についてさ

まざまありますけれども、そういうのに対しての町長はどういう意向を持ってどのような効

果を期待してやったのかということで、あえて載っていない分野で聞くわけであります。町

長、これでいって、ことしもこういうふうにして復興を進めるでしょう。それで後年ぱっと

振り返ったときに、あれ、あの地域どうなったのというのがないような、いろんなことで町

長の考えを含めた取り組みが必要であったと思うので、あえて聞くわけです。

○議長（星 喜美男君） 佐藤町長。

○町長（佐藤 仁君） なかなか答弁に窮するご質問でございまして、我々はそういう問題、例

えば町全体として抱えている問題、例えば人口減少のお話、少子化の問題、それから路線バ

スの問題、それから子育ての問題、さまざまな問題を包含しながら予算編成をやってござい

ますので、今、菅原議員からご質問のようなこの見えないところにどんなふうに金をつけた
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んだとかという質問に、今この場所ですぐお答えするというのはなかなか難しいと思います

ので、後刻、予算の審議の中でその辺は十二分質疑の中でやっていただければと思います。

○議長（星 喜美男君） ほかにございますか。９番阿部 建君。

○９番（阿部 建君） いろいろ考えていたんですけれども、私も一、二点お伺いしたいと。

  前者が図書館から本を借りてみてというような、いろんなそういう例を挙げて質問をいたし

たので、私も今思いを浮かべているのは、関東大震災から、あのときはマグニチュード7.9、

それで90年が過ぎました。そうして、その後に東京大空襲があって70年のことしは節目の年

に当たるなと。そして、関東大震災のときの東京は東京市でありました。その年の市長は後

藤新平、岩手県奥州市、小沢一郎さんの地元水沢で胆沢郡というところ、お医者さんであっ

て、そのときの日本国の最初の総理大臣は伊藤博文、今ちょっとドラマにも出ていますがね、

その人が暗殺、暗殺ってまあ射撃を受けてけがをしたときに、亡くならなかったんですけれ

ども治療したお医者さんなんです。しかし、医者にしておくのは何ていうか、政治家的なそ

ういうすばらしい考え方を持っていたんでしょう。そのような中で、そういう国政に参画し、

そしてその東京の市長になったと。そのときに復興庁というのがあったんですね。復興庁が

そのときにつくったんだろうかなと思いますけれども、当時は日本国の国会で、その長官に

なった。そうして、今の東京の礎を築いたと。そのときの年月は７カ年、７カ年で復旧がな

し遂げられたと。私の記憶に残っているのが、そのときに後藤新平さんの構想は道路の幅が

60メートルから80メートルは必要だと言った。しかし、それが認められなかった、余りにも

ね。それは英国とか米国の内容を、この車社会が必ず来るんだよというようなことを見た上

でそういうことを言ったんでしょう。そして、昭和通りだけが40メートルの幅で一番広い道

路として現在東京都にあるわけであります。

  そのような中で、この震災復旧というもの、果たして７年間でこの復旧、復興、発展。後藤

新平さんは復旧という言葉は使わないんですね。復興という言葉を使っている。東京市の復

興なんだと、そういう言葉を使って着々と進めて、鉄道も敷き、日本国鉄道の総裁も務め、

満鉄の総裁も務めている。そのようなすばらしい方で、岩手県の水沢には資料館もあってい

ろんなものが展示されております。そういうようなことで、果たしてこの震災はそんなに甘

くない、非常に険しいものだということが言われます。その中で、この概要、非常に私は立

派な文言ですか、文言という言葉は果たして適当か適当でないかわかりませんが、そういう

ふうには思いますけれども、なかなか現実はそう簡単にいくのかなと考えているわけであり

ます。
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  大きく分けて私は復興費で、国から交付される復興税、復興で全てが終わるのかなと。例え

ば、防集に通うというか、行くところの道路は恐らく復興してできるんだろう。しかし、い

ろんなアクセス道路とか、つけかえ道路とか、いろいろ道路整備が出てくると思いますから、

その点は十分に復興費で賄うことができるのかどうか。その道路関係については、昨年あた

りは詳しく、防潮堤、国、県の仕事の内容まで概要に載っていたような気がしますけれども、

今年は載っていない。一体どうなるんだろうなというふうに思っております。最後に非常に

難しい前途多難な課題がいっぱいあるなと考えています。当局はそれらを見込んでいろいろ

この姿勢で取り組んでいるだろうと思います。

  そういう観点から、先日私の質問に対して、本町の復興が８割、副町長は応分、けさの新聞

は地方紙が７割ぐらいが大体数なのかなというように掲載されていましたがね。果たして、

最後の年です。集中復興期間５年間、それでとにかくことし決まらなくてもお金が余って恐

らく、お金を使い切ることができないと思いますので、今後当初とった東日本大震災の国の

予算は25兆円ですね。それはほぼ今年で恐らく地方に税として配分されるんでしょう。それ

ではどうにもならないと、まだまだあるんだよということで、先日の日曜討論で、竹下 亘

さん、それから復興長官とか、増田さんとかが出ていろいろな話の中で、あと５兆円ぐらい

は見る必要があるだろうと。しかし、全てが100％国のほうで何もかにも見ることはできませ

んよと。地方にも応分の負担を求めることになるんだというようなことが話されました。

  そのような内容になった場合に、本町としてその応分の負担というものについて、どのよう

な考えを持っているのか、それができるのかできないのか、その辺とその復興期間の問題、

それから今後のそういう予算の手当ての問題、それから大きく新たにクローズアップされて

いるこの「まち・ひと・しごと」、地方創生の関係であります。人間が生活を営むには衣食

住であります。衣食住に必要なのはお金であります。私は、仕事場があって居どころができ

るんだと。仕事の場のないところにはうちが建たないんだろうなというように考える。その

仕事場について先日も質問した記憶がありますけれども、工場誘致とかいろんなことを言っ

ていますが、工場誘致は非常にこれから難しいんだろうなと、物づくりは非常に難しいんだ

ろうなと考えております。私はむしろ、ここの特産品、いわゆるこの太平洋に面した海の関

係とかそういうもので考えたほうがいいのかなと思います。

  そういう中で、人口減が、ここの新町建設計画にはどれが本当なのか、３通りぐらい上がっ

ているんですから。１万人を切るかもしれない、人口が29年、30ページにその内容が上がっ

ていますけれども、それらについてこういうふうに目標をなにすると、一体何を目標にする
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のかなと考えるんです。私はこの前、福祉課長の答弁も企画課長の答弁もどっちも考え方と

しては間違ってはいないだろうなと思います。立場上、そういうようなことでしょう。しか

し、可能性のないことをここで掲げても大変なことになりますので、不可能なことではなく

て現実的なもの、現実性のあるものを裏づけを持って理由をつけて説明してもらえればいい

なということですね。

  人口増対策、次ね。工場誘致を初めとしてね。工場誘致だけでもうまくない。ただ漠然とこ

こに文言だけ並べても、私はちょっと町民がわかりにくいのではないかなと思いますので、

これは議会に対する説明ではないんですから、この施政方針概要は町民に対する説明ですの

で、よく言わなくてもおわかりでしょうけれども、それらのご答弁を願いたいと思います。

人口増対策とね、いろいろありますが、ひとまずこの３点ぐらいですか、それについて答弁

を願いたいと思います。お昼でありますから、休憩後で結構です。

○議長（星 喜美男君） ここで昼食のための休憩をいたします。

  再開は１時10分とします。

     午後 ０時００分  休憩

                                           

     午後 １時３０分  開議

○議長（星 喜美男君） 休憩前に引き続き会議を開きます。

  阿部 建君。（「答弁でしょう」の声あり）ちょっと何か訂正があるそうで。

○９番（阿部 建君） 済みません。先ほど誤った私が質問をしたので、訂正をさせていただき

たいと思います。ということは、新町の建設計画で、人口関係はそれを例に言ったんですけ

れども、進捗率の災害復旧の関係で、その辺でちょっと誤った質問をしたような感じがしま

したので、その辺、答え上手でひとつよろしくお答えください。その割合を７割とかと言っ

たんだかね、震災復興の進捗率のこと。７割とか応分というのは新町建設計画に対してのこ

とを、私は災害復興と言ったのではないかなと思ったので、訂正しておわび申し上げたいで

す。ひとつよろしくお願いします。終わります。

○議長（星 喜美男君） 佐藤町長。

○町長（佐藤 仁君） では、順番が逆になりますが、今お話がありましたように、７割、８割

という数字につきましては、今、議員がご指摘のとおり、新町合併時の新町建設計画の進捗

状況ということでの数字だということでございますので、ひとつよろしくお願いしたいと思

います。
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  何点かご質問いただきました。まず、集中復興期間の関係のご質問もございましたが、ご案

内のとおり先ほどもお話ししましたように、集中復興期間、来年度平成27年度で５年をめど

にということで一応終了ということが国の方針として示されてございますが、ただ、集中復

興期間まだまだ我々の状況を見ますと、まだそういった復興がまだまだ途上ということでご

ざいますので、引き続き我々とすれば国に対しまして集中復興期間の延長ということについ

てはお願いをさせていただきたいと思っております。

  それから、一部負担の問題でございますが、これは経緯がありまして、当時災害復旧関係に

なりますとどうしても地元負担というのがございまして、震災のときにざっくりと南三陸町

の町単でどれほどの復旧費がかかるんだということで当時3,000億円ぐらいという話がありま

した。１割の負担があっても300億円ということになります。その辺は当時の小野寺五典議員

に何回となくお話をさせていただきまして、衆議院の予算委員会でも取り上げていただきま

した。うちの町の部分をパネルにしていただいて、いろいろ説明をしていただきました。南

三陸町、震災前約80億円前後の一般会計予算の中で自由に使えるお金はせいぜい年間１億円

から２億円と。そういう中で300億円という借金をしょうと、これはもう150年、２億円の返

済に充てると150年借金をすると、返し続けなければいけない。これでは町が破たんするとい

うことで、再三再四衆議院の予算委員会でお話をいただきまして、結果として地元負担なし

ということで復興の予算がついたというのは議員もご承知だと思います。第３次補正で11月

にそれが示されたと。そして、いよいよ本格的な復興事業に入ってきた。そして、また今こ

こに来て地元負担というお話になってまいりますと、当時の話をまた繰り返すようになって、

また復興が進まないということになりますので、引き続き我々とすれば地元負担なしという

形の中で、国全額支援という形の中でお願いをしたいということで、今後とも継続してお願

いをしていきたいと思っております。

  それから、地方創生の絡みで、仕事場がないというお話でございますが、ご案内のとおり緊

急雇用もこの３月で終了いたします。これまで660人ほどですか、緊急雇用でお勤めをいただ

いた方々が、新年度から65名ほどということになりますので、その600名の方々、ご高齢で一

般の仕事になかなかつけないという方もいらっしゃいますが、その辺のいわゆるデータとい

いますか、アンケートもとりまして、数十人の方々が新たに仕事につきたいというお話をい

ただいておりますので、いかにそれを今人手不足といわれている企業にうまく合わせていく

かということが大きな課題なんだと思いますが、いずれその件につきましてもいろいろ情報

をお流しをさせていただいておりますし、また直接説明会も開催しながら、今雇用が1.8ござ
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いますので、そういったほうに流れていただければと考えてございます。

  それから、人口の考え方ですが、これはきのう保健福祉課長、それから企画課長がお話しし

ておりますように、何にも政策を講じなければこれぐらいの人数と、それから政策を講じて

これぐらいの人数というお話をさせていただいておりますが、今、阿部議員から実質の数字

という現実のものをつかまえるべきだというお話があります。それもそうですし、それから

あわせて、やっぱり我々政策サイドとすれば、一応の目標人数といいますか、そういうのも

設定する必要があるのかなと思いますので、いずれ両にらみの形の中で、人口の減少は避け

られません、避けられませんが、何とか維持できるような方策を考えていきたいと思ってお

ります。

○議長（星 喜美男君） 阿部 建君。

○９番（阿部 建君） 人口減対策で、何回もくどいなと思われるかもしれませんが、片や目標、

片や目標ではなくて自然のままでいった場合ということ、その辺で、もう一度やはりその辺

の見方が、私はどっちも正しいし、どっちも正しくないような気がするんですね、わけのわ

からないことを言うようですけれどもね。やはり、9,400何人、片や13,000前後というのはね、

余りにもその差があり過ぎるなと。私の考えはそのどん中ぐらいです、はっきり言って。そ

の中間ぐらい、私が考えるのはね、大体その中間ぐらいだと、人口が。そう私は考えると。

もう一回その辺について根拠を。

  やっぱり目標を高く持つことはそれはいいことです。ただし、天竺にはしごをかけるような

目標は、これは余りに実現性がないと。実現性のある目標を立ててもらいたい。人口増対策

については、なかなか町長も毎回工場誘致を語っている。本当に心の底から工場誘致すると

いう考え方を持って、何をどのような工場を誘致しようとしているのか。私はこれについて

非常に何ていうか、危惧するというか、なかなか働く労働形態が変わってきているんですよ。

何年か前のように、もちろん震災前ですが、その方々が加工場に行ってかっぱを着て朝早く

から夜遅くまで働いたと。そういう人たちが、何かこの震災によって心も変わったのかなと。

働けば働けるような方々も働く意欲というかそういうものが減ってきたような気がすると。

なかなか大変だなと。これはここの南三陸町だけではなくて、気仙沼もそうだ。そこに持っ

てきて、遠くに今度は離れますから、その工場、加工場とかそういうところはね。それをど

のように町では考えているのか。ただその1.8倍、それだけではないんです。働く働き方が違

うと、何回も言いますけれども。

  今、めんこたまこで１人か２人の子供です。大学に入りたいと言えば、奨学金を借りてどん
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なことをしても本人にね。今反対ですから、親の言うことを子供が聞くのではなくて、子供

の言うことを親が聞く、そういう時代にもうなってきたんです。そのような方々が、この前

も言いましたけれども、なかなかこの辺で、昔は仕事がなかったら土方にでもやるようなこ

ともあったけれども、そういう仕事はつくる方々は年々減ってくるのかなと。だからといっ

て高い賃金を払うわけにもいかないと。仕事がきつい、そのあげくに賃金が安いと。これは

余り期待しないほうがいいと。私は私の考え方としてやはり特徴のある何かを、この太平洋

を目の前にした本町としては、海産物関係の何かやっぱり海を生かした人口増を考えたほう

がいいのではないかなと。

  非常に今海も後継者不足で大変悩んでおります。養殖業者もそのとおりです。これは何も南

三陸町だけではなくて、女川あたりもそのとおりです。そのような中で、やはり桃浦では水

産特区という、これは大変成功しているようです。だから、やっぱり何かそういう養殖関係

の特区制度を考えたらどうかなという一つの提言をしたいと。それは、後継者の育成のため

に、雇用の場の確保のためにというような観点から提案をしたいと思います。

  それから、この道路関係もちょっと質問したような気がするんですけれども、その答弁がな

かったような気がしますが、私は道路が、さっき後藤新平を引用して話しましたが、道路が

一番何につけ、仕事につけても避難につけても何につけても医療につけても道路が一番大事

です。そこで、そのアクセス道路とか、新たな道路づくり、これにかなり私は重点を置いて

いただきたいなと考えているものです。そのような中で、今後、補助金のつかない道路づく

り、災害復興税を用いないで進めるべき道路も数多くあるんだろうなと思います。私は前の

議会でも、過疎地域に指定され、過疎債などはどうだと。念のために過疎債の地元負担につ

いてもお伺いしたいと思います。切りがありませんので、そんなところでご答弁願います。

○議長（星 喜美男君） 佐藤町長。

○町長（佐藤 仁君） 第１点目の雇用の関係でございますが、震災後仕事がないということで、

さまざまな労働形態といいますか、そういう中で皆さんが日々生計を立ててきたということ

がございまして、そこから一定のいわゆる制度が終了を迎えまして、普通のいわゆる震災前

と同様の形の中での仕事につかなければいけない。しかしながら、今先ほどありましたよう

に、これまでの労働形態とまた違った形の、本来は本筋の労働形態なんですが、若干これま

での流れからいきますと、意欲といいますか、そういうことについて若干欠如しているとい

うことについてはある意味指摘を受けている部分でございますので、そこはそうだろうと思

ってございます。いずれ我々としても、企業誘致の問題等々を含めまして、我々としてもこ
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の地元の雇用をどう確保するか、それから仕事をどう選ぶかということに非常にきゅうきゅ

うしている部分もございますので、そこも我々としては受けとめながらやっていきたいと思

ってございます。

  それから、道路の関係でございますが、これはお話いただきましたように、町として道路計

画をつくって、その中で順次進めていきたいと考えておりますので、ひとつご理解をいただ

きたいと思います。

  人口の問題については、企画課長から答弁させます。

  特区につきましては、これはある意味漁民の皆さん、あるいは漁協、どうお考えになるか。

桃浦の部分につきましては、ご案内のとおり大変な大騒ぎになりました。そういう意味にお

きましては、地域の方々の理解を得るということと、それからあわせて参入する企業がどう

なのかということを含めてその辺は検証しなければいけないんでしょうねということだと思

います。

○議長（星 喜美男君） 企画課長。

○企画課長（阿部俊光君） では、人口につきまして、私から補足で回答させていただきます。

  新町建設計画の議案の中でも議員からいろいろご質問をいただいた内容はそのとおりでござ

います。ただ、やはりこれから地方創生の総合戦略をつくっていくということに当たりまし

て、やはりベースとなるのは人口を何人ぐらいに据えるのかというところが、やはり町の計

画をつくる上でベース中のベースであると思っております。

  それで、今、復興計画でつくっている人口１万3600にプラス1,000人ぐらいと、それから介

護保険計画で立てた9,400何がしというような部分につきましては、それぞれごとの推計手法

を用いているということでございますが、やはり志津川の３団地、これが全体の高台移転の

62.3％をたしか占めると思っております。これにめどがつきますと、大体世帯ごとに何人ぐ

らいまず高台に移転するのか、それから登米市の仮設からご帰還されるのかというのがやは

り見えてくるものが一つあると思います。

  それから、役場庁舎を初めとして、社会教育施設、そういった公共施設をどんどんつくって

いく時期に入るので、そういった公共施設をつくるに当たっても、当然人口というものをに

らみながら詳細設計に反映させなければならないということになりますので、やはり27年度

はある程度の町独自の人口の推計のやり方も必要なのかなと。通常、国がやっている人口推

計という機械的な推計ではなくて、何か独自のものを入れてやっていくと。27国調が10月１

日で始まりますけれども、その出た数字に多少何かプラスアルファというものを当然やって
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いかなければいけないと。そこで結果として１万3,000人、例えば目標人口を据えたというこ

とになれば、やっぱりそこにたどり着くための政策の努力目標というものもしっかり挙げて

いますし、そういった目標となる人口数字があることによって政策の具体性がしっかり伴っ

てくるんだろうなと思いますので、27年度はできるかどうかはちょっとまた別なんですけれ

ども、町独自でそういった推計ができないのかどうかも含めて検討をしていきたいと思って

おります。

○議長（星 喜美男君） 阿部 建君。

○９番（阿部 建君） 一つぐらい答弁が足りないような感じもしますけれども。

○議長（星 喜美男君） 総務課長。

○総務課長（三浦清隆君） 過疎債の財政対策のご質問が残ってございましたので、ご答弁申し

上げます。

  一応、制度的には過疎債の充当率は100％でございます。そのうち元利償還金につきまして

は後年度交付税の基準財政需要額に算入されますので、70％算入ということでございますの

で、持ち出しは30％程度で事業が実行できるという内容でございます。

○議長（星 喜美男君） 阿部 建君。

○９番（阿部 建君） 独自のそういういろんな本町の施策というか、そういう人口がプラスに

なるようなそういう施策がぜひとも必要だと思います。

  そこで、私は先ほど国では関東大震災のときには復興庁、本町では復興課、同じような町と

しての内容だろうと思います。非常にこれからが私は正念場だろうと。まだこの復興のお金

は７割ぐらいがいただいているのかなとは思いますけれども、それにもお金は基金に積み立

てているわけですから、これから支払いが出てくると。そのようにこれからが本当の町の大

切な時期に入ってくる。

  その中で、人口問題について福祉課長に考え方、データの進め方、どのように福祉課長が現

在のところ考えているのか。そのあなたの考え方を聞きたいと。

  それから、復興がこれから山場を迎えてくると。私は、今こそもう一人、副町長を２人選任

したらどうだというようなことも一つの考えではなかろうかなとも考えてございます。それ

こそ中央から30代かそこらの若い、霞が関からでもよければ、あるいは県から。東京都は、

何年か前に夕張に職員を派遣した、北海道の破綻した夕張市、あそこは350億円の負債を抱え

て破たんしたんですから。それで、猪瀬知事は破綻したまちにわざわざ派遣したんです、勉

強させようと思って、職員をね。そういうことがありますので、それらも考えてとにかく真
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剣にこのまちづくりを進めなければ、陸の孤島になってしますおそれがあるのかなと、その

ようなことも私は考えておりますので、最後の質問としますのでご答弁を願いたいと思いま

す。

○議長（星 喜美男君） 佐藤町長。

○町長（佐藤 仁君） 震災以来、議会開会のたびにといいますか、折に、阿部 建議員から、

副町長の２人制ということでいろいろお話をいただいておりまして、我々もそういうことも

考えないわけではなくて、いろいろ前向きにということはあったんですが、若干いろいろ紆

余曲折もこういうのはございますので、その考え方そのものについては我々も否定しません

し、そういう努力もしていきたいと考えております。

○議長（星 喜美男君） 保健福祉課長。

○保健福祉課長（最知明広君） いわゆる人口の推計の関係でございます。昨日も申し上げまし

たが、高齢者福祉計画の中で9,400何がしというような推計をさせていただいたんですが、そ

の際には政策的な要素は一切加味していないと。いわゆる自然のままこのままいったんでは

そこまで減ってしまうというようなそういう推計をさせていただきましたが、基本的にはそ

の上位計画となる町の総合計画等がございますので、そちらのほうがやはり政策的な手もも

ちろん町でも打たなければなりませんし、そういったことも含めますとやはりそちらのほう

が正しいのかなとこんなふうに考えております。

○議長（星 喜美男君） ほかにございませんか。14番三浦清人君。

○14番（三浦清人君） ことしも予算でありますから、施政方針ということで予算の概要、毎度

のことながら大変立派な文言を並べられておりまして、見ますと、どうも同じ文言が随所に

こう出てくるんですね。私、目につきましたのは、この「地方創生」という言葉が、それか

らそれに伴って「人口減対策」とか、「まち・ひと・しごと」なんていう言葉が随所に出て

きているわけです。それだけ来年度はこの地方創生に対する思いが強いのかなと、重点的な

一年にするのかなと、そんな思いで読ませていただきました。皆さんがご存じのとおり、こ

の地方創生を設置、創生大臣も出まして、これは何のために出たのかなという基本的なこと

を考えますと、やはり増田元岩手県知事さんが、未来の日本、特に地方の市町村の存続とい

うことで大変危惧されたということを、その内容を発表されて、これでは地方がなくなって

しまうのではないかということで、国のほうで地方を創生させるための一つの政策としてで

き上がったものだと思っております。

  やはり、町が存続するのに一番大事なことというのは人口といいますか、人、人なくしてや
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はり町の発展があり得ないとよく言われていますので、そうしますと、やはり人口減対策を

どのようにすべきかということになってくるんだろうと、減らさないためにですね。それで、

いろいろと各市町村で独自の案を示しなさいというよというなやり方で今、来年度に向けて

官民連携推進室という新しい行政機構の中で取り入れてきたのかなと。そういうことで理解

をしているわけですが、そういった中で、この地方創生の極端に言いますとメニューといい

ますか、国が示された内容、どういう分野でどういう内容のものに対して国ではお金を出し

ますよということが、大くくりでいいですけれどもその内容が私どもはわからないでこの地

方創生のことを議論するのはいかがなものかなという思いで今いるんですよ。ですから、多

分その関連する会議なり、担当課で行ったかと思うですが、我々も石破大臣の講演は聞きま

した。こういうものかな、ああいうものかなということは聞かされたんですが、やはり実践

になりますと、正式な国からのこういった分野ですよとか、こういうメニューですよと、こ

の中から選びなさいよとさまざまあると思うので、そういった具体的なことが私どもがわか

らないで、今ここに掲げられている地方創生の文言を質問しろといってもなかなか質疑する

のは難しい面が出てくるんです。ですから、知っている範囲でいいですから、細かい分野ま

ではこれは事務処理をする皆さんが知っていればいいことであって、我々は政治的な議論を

しなければならない、政策的な議論をしなくてはならないときに、最低でも大体の部分のそ

ういった中身がわからないとちょっとまずいのかなとそんな思いで今質問に立っているわけ

で、できればそういった内容のものをお示ししていただければなという感じがします。それ

を見ながらまたさらに質疑に入りたいと思っています。

  それから、総括ですから細かいことは言いませんが、もう一つはやっぱり防災、防災対策が

ここにも載っかってありますね。安心で安全なまちづくりをやっていくんだと、生命と財産

を守る防災と減災のまちづくりということで、防災と、いろんな分野がありまして、非常に

細かい部分もあるんだろうということで思っています。自助、公助、共助、そういったこと

で自分の命は自分で守るという観点からいろんな防災対策もしなくてはならないだろうと思

っております。やはり防災を語る上で一番大事なことというのは、実際震災を受けた我が町、

ことしで４年目になりますが、3.11の大きな震災を受けました。やはりその震災を受けた検

証をして初めて新しい防災対策というのが生まれるのではないかなと。やはりその検証、こ

れはやっぱりやるべきではないかなと思っておりますが、言葉だけで安全・安心ばかり言っ

ても、実際に被害を受けてなぜこんなに被害が大きくなったのか、なぜこれだけの住民の命

が奪われたのか、なぜなんだ、なぜなんだという根拠を、基本的なものをきちっと検証した
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上で新しいやっぱり防災対策というものを考えていかなければならないのではないかなと。

そんな思いで、やはり町として検証というものをする必要があると思うんですが、その辺の

考え方についてお伺いいたします。

○議長（星 喜美男君） 佐藤町長。

○町長（佐藤 仁君） 大変同じ文言が何回も出てくるということで、読んでいると意外と気が

つかないものなんですが、ここでしゃべりますと、しゃべっている本人がまた出てきた、ま

た出てきたという思いがありまして、その辺、もう少し整理をして、何も別に特段長ければ

いいというものではなくて、的確に議員の皆さん方に、あるいは町民の皆さん方にわかりや

すい施政方針でいいんだろうと思いますので、その辺は少し今後改めていきたいと思います

のでよろしくお願いしたいと思います。

  実は、その地方創生の絡みなんですが、地方創生、地方創生といろいろ書いているんですが、

別として、細部についてはまだ入ってきてございません。大変大くくりです。例えば雇用創

出をどうするかとか、それから移住促進をどうすると、若者支援をどうすると、それから中

山間地域などで小さな拠点をどうつくって構築していくかとか、それから財政の問題、あと

は地方分権の問題等々ございますが、いずれこういう大くくりでしか実はまだ出てきており

ません。したがいまして、まだ議員の皆さん方にお示しをさせていただいて、こういうメニ

ューの中でこういう取り組みというのは残念ながら今の段階でお示しできませんので、いず

れ今後そういう時期がやってまいりますので、その節には懇切丁寧に議員の皆さん方に資料

をお渡しして、我々も説明をさせていただきたいと思いますのでよろしく、今の段階ではこ

ういう答弁しかできませんので、ひとつご理解をいただきたいと思います。

  それから、２点目の防災対策の関係でございますが、町として検証はしてございます。検証

して多分議会の皆さんに資料はお渡ししていないのかなと思いますが、いずれ防災について

は、今回の東日本大震災については検証はさせていただいてございます。

○議長（星 喜美男君） 危機管理課長。

○危機管理課長（佐藤孝志君） 24年度に検証ということで、まず職員の方々から被災時の現状

の聞き取り、あるいは19の会場におきまして懇談会等を開催しまして、町民から被災に対す

るいろいろな考え方をお聞きした結果をもちまして、地域防災計画等の見直しも行っており

ます。その中で、やはり防災から減災ということで、今までは津波等に限って全てを防ぐと

いう役割から、少しずつ津波に関しては減災を意を用いながら段階的な処理を行っておく。

先ほど議員がおっしゃるように、自助、共助、公助ということで、そのそれぞれの役割分担
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を持つとか、あるいは食料の備蓄というものを重点的な計画の柱として位置づけております。

  また、避難する際につきましても、車で逃げるのではなく、すぐ津波が起きた段階で高いと

ころに避難するということの計画の位置づけの柱となっておるところでございます。

○議長（星 喜美男君） 三浦清人君。

○14番（三浦清人君） 一つ目の地方創生絡みなんですが、国からはまだ細かいところまでは来

ていないと。私どももその小さな細かいところまで詳細についてはこれは事務処理的なこと

であるのであれば、我々はそれまでは聞く必要がないと思うんですけれども、大くくりでい

いんですね。町長が今読み上げたのは、大くくりのやつは国から来たやつですか、それとも

……、新聞。新聞報道によってこの推進室を立ち上げるのですか。その官民連携推進室とい

う……（「資料は来ています」の声あり）資料は来ているんだ。だから、その資料が私ども

は欲しいんですよ。そこなんです。だから、先ほど議長が局長にもどういった資料があるの

かみんな見せてほしいと言ったって、まだ来ていないと言うから、何だ、来ていないのに何

を掲げたのかなと思っていたのね。では、それをちょっと見せて、コピーして配付で構わな

いかと思うんです。それがないとなかなかどういった政策なのかわからないんです。細かい

ところまではいろいろと予算として出てきているものもあるでしょうから、その総括的な質

疑をしたいので、そこくらいでいいんです。

  それから、防災関係なんですが、担当課長から今説明、今そういうことをやっているんだと、

中身はわかりました。ただ、私どももその結果というのがまだわかっていないので、どうい

う反省で検証して出たのかなということを。だから、それをわかりたいわけですよ。やって

いる細かいところはいいの。やっぱり反省が立って初めてその防災計画というのも立ってく

るのでね。聞きますと、19の会場で懇談会を開いたと。あるいは職員の方々からの聞き取り

調査だというようなことで、だからどういうことが出てきたのか、そこで。そこをきちっと、

それも大まかでいいんです、細かいところはいいんですけれどもね。やっているということ

であればいいことですからいいんです。

  それから、一つ、これは公務員といいますか、役場での決まりなのかどうなのか。この命令

系統というんですかね、この震災時における命令、最終的な命令は町長なんでしょうけれど

も、例えば3.11の場合のああいった大地震、それから大津波が想定される、そういった場合

に、皆さんは自分が持っている担当部署にまず戻ると。詳しいあれはわかりませんよ。最終

的に判断といいますか、避難をするとかしないとか、そういった判断というのは最終的な町

長の命令でなければ動けないというそういった縛りがもしあるとするならば、これからの命
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令系統というものも見直していかなければならないのではないかなということなんですよね。

そこで何か起きた場合に、後々いろんな問題が起きてくるわけですよね。何もなければいい

んですがね。この４年前の震災を踏まえて、犠牲者が出たことを踏まえて今後そういった部

分も見直していかなければならないのではないかなと最近つくづくそう感じているので、そ

の辺は法令的にどうしてもだめなんだということなのか、あるいはそういった部分は見直し

てもいいんだということなのか、その辺どうなっているんですかね。私も法律的なことはよ

くわからないのでね。自分の命は自分で守るというのが原則でありますので、そういう観点

からもそういう見直しも必要なのかなという感じがするんですが、いかがでしょうか。

○議長（星 喜美男君） 佐藤町長。

○町長（佐藤 仁君） まち・ひと・しごとの資料関係でございますが、ここにございます。後

でお渡しをさせていただきますが、これを見ても正直に言ってわかりません。なかなかどう

解釈すればいいのかというのが非常に難しいです。50年来行政に携わっている副町長もなか

なか読み解けないという話で、非常に後でお渡ししますけれども、篤とごらんいただきたい

と思います。

○議長（星 喜美男君） 危機管理課長。

○危機管理課長（佐藤孝志君） 検証の結果ということでございますが、とりあえず、とにかく

地域の19カ所でいろいろ懇談会をやった中では、各施設の防災設備の関係の要望、あるいは

避難の仕方、あるいは誘導表の表示、これらに関しては町民の方々が十分理解し得るように

ふだんから防災訓練を含めてわかるような形で進めるべきという声が多々ございました。そ

れらを含めまして、町では各地域防災計画の見直しを図っているところでございます。

  それから、命令系統につきましては、各災害によりまして警戒本部、あるいは対策本部を設

置しまして、本部長に町長を、現場の現状を把握しながら適切な指示を行っているところで

ございます。（「これから変えていく必要がないのかということ」の声あり）

○議長（星 喜美男君） 危機管理課長。（「課長ではなく、町長だ、町長」の声あり）

佐藤町長。

○町長（佐藤 仁君） 行政という枠組みをちょっと外します。ちょっと外しますが、民間のほ

うでやっぱり犠牲になった組織、そちらのほうではある意味指揮命令系統は一応マニュアル

としてはあると。しかしながら、いざそういう災害の際には、ある意味自助で、自分の命は

自分で守れということに方針を変えていくと、そういう企業もございます。したがいまして、

町としても例えば１カ所に数十人の職員が集まった際に、一人一人に私が目を届けて一人一
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人に指示を出すというのは率直に申し上げて不可能です。したがいまして、そういったある

意味ご指摘の部分は多分その辺だろうと思いますが、そういうあり方ということについては

これは非常に検証に値する問題だろうと思います。

○議長（星 喜美男君） 三浦清人君。

○14番（三浦清人君） これは行政機構で官民連携推進室というものを設置して対応していくと

いうことで、いいことなんですが、国から来た内容がわからない、理解しがたい、漠然、漠

然に向けてしなければいけないんだけれどもね。近い将来には詳細にわたってのメニューが

来るだろうと。そのときにすぐ対応できるようにということなんでしょうけれども、私はも

う既に来ているものだと思っていたんです。公的文書というのはいろんな段階を経て通達と

いいますか、時間がかかるんですね。どこの市町村もそれが来て初めて用意ドンで始まるの

かなと思うんですがね。我が町もそうなのかなと思って今聞いておったんですが、細かいメ

ニューというのは詳細にわたってについては、具体的なことについてはそれでは新年度にな

って来るという形なんですかね。そうすると、それまでこの推進室は４月１日に設置しても

動けないでいるということですかね。何人ここに担当職員がいるかわかりませんが、動くの。

だから、何をもとに動くのさ、何もそっちから来ないのに。

  先ほどちょっとね、商店街の方々の話を聞いて云々かんぬんというような話をちょっと聞い

たので、商店街の話を聞くことから始まるというような推進室。どういうことなのかなと思

ってちょっとクエスチョンマークがついたんです。その推進室の役割分担というのは、これ

は地方創生にかかわる推進室なんでしょう。だから、どういうことなのかなとちょっと私も

理解しかねたんですね。これは一体性のものかなと思っていましたのでね、地方創生の。

  それから、大くくりのやつはまずもって後で資料をもらって、皆さんがわからないのに我々

がわかるわけがないんだけれどもね。一応、何に基づいてこうやって議論するのかというこ

とに、形だけでもとらないとまずいかなと思いましてね。わかりました。

  それから、その防災対策、４年前のことの反省に立って、民間では指揮命令系統というんで

すかね。ですから、この行政、行政でもそういうふうに先ほど町長が民間ではそうだという

ことなので、行政でもそれはできないかなということですよ。先ほど町長、何十人の職員に

一々一人一人にどうのこうのと、それはそのとおりですよ。そのときにきちんと職員たちが

こういう際には自分の判断でどのような行動をとるか、それこそ自助の観点から行動ができ

るようなそういったシステムといいますか、決まりというか、それはやっぱり前もって決め

ておいたほうがいいのかなと。現在はどうなっているんですか。やはり、町長の命令でなけ
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れば動けないという状況下にあるのかどうなのか、この行政として。そこなんですね。だか

ら、二度とこういった悲劇を繰り返すことがないためにも、やっぱりこれは大きく検証して

変えていくべきことがあると思いますよ。その辺を言っているんです。

○議長（星 喜美男君） 危機管理課長。

○危機管理課長（佐藤孝志君） 現在の初動体制につきましては、各自１号から３号配備までい

ろいろ各段階におきまして事象に応じて決定しておりまして、１号配備警戒の状況で出動す

る職員、それから警報の段階で出動する人員、あるいは各避難所等、あるいは本部に出動す

る職員の位置づけに関しては初動体制マニュアルの中できちんと位置づけている状況であり

ます。

○議長（星 喜美男君） 遠藤副町長。

○副町長（遠藤健治君） 基本的には防災計画の中で職員のそういった配備計画が定められてお

りまして、警戒本部あるいは災害対策本部と、当然本部長であったり、警戒本部長が私であ

ったり、災害対策本部が町長と。全体的な初動体制の指示命令は本部長なり警戒本部長が出

すと。当然あらかじめそれぞれの部制がありまして、その部ごとに部長、副部長が決まって

ございます。とりわけそこに配備をするという判断は、最高位のものが責任を持って判断を

する。問題は現場での対応なんですけれども、そこはやはり部長であったり班長、一々本部

のほうに、重要な案件であればそれは判断を仰ぐという必要があろうと思いますけれども、

緊急時における判断というのはそれぞれ各部長であったり、その現場にいる者の対応という

ものの判断能力が必要なんだろうと。そういう意味では研修も必要ですし、そういった体制

をしっかり権限といいますか、そういうものを付与しておくような体制の整備というのは当

然必要だろうと思います。

  議員がおっしゃるように、いざ危機に直面した場合の対応については、これは当然これから

今回の震災の一つの教訓としてそれぞれまず第一義的に自分の身を守るという判断をどこま

でその職員に付与できるのか。ここは臨機応変にというような大変曖昧な部分、大変難しい

問題がございます。特に本部員として職員としてその任に当たったものの判断というのは、

場合によっては自分の問題だけではなくて、周辺の住民であったり地域全体に影響を及ぼす

ということも当然あり得るわけでございますので、そこは大変重要でございますけれども、

当然そのための職員としての責任といいますか、そういうものに対する研修なりそういった

ものも必要でございますけれども、これから当然そういったいざというその場に遭遇したと

きの判断をどのようにその現場にいた人間が判断できる範囲といいますか、そういうものも
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含めてこれは検討する必要があるだろうと。現に、先ほど町長が申し上げましたように、民

間サイドで今回の震災を踏まえて、職場としてのマニュアルを大きく変更しているという部

分も我々も情報をいただいてございますので、行政としてそれは会社とはある意味では役割

は絶対的に違う部分はあるんだろうとは思いますけれども、そこをどのように超えられるの

か超えられないのか、どこでどうやるのかというのは大変幅の広い難しい問題でございます

けれども、当然今回の一つの教訓として検討に値する事項だろうとは考えてございます。

○議長（星 喜美男君） ほかに。７番髙橋兼次君。

○７番（髙橋兼次君） 27年度の施政方針、そして予算の概要というようなことでご説明があり

ましたけれども、あしたで丸４年というようなことで、当初５省40事業ですか、の中で、先

ほど町長が言いました我が町の復興計画の財源規模は2,900幾ら、約3,000億円というような

ことでここまで走り続けてきたわけでありますが、きょうの朝刊あたりを見まして、約７割

は財源の手当てができたと、５割は執行されているというようなことでありますが、この集

中復興期間最終年に当たりまして、当初の3,000億円に対してきょうまでやってきた事業がど

の程度減ったのか。そして、今後やらなければいけない事業の数、そしてその財源はどの程

度必要なのか。その財源に対しての手当てを確保していく上で、どのような考えでどのよう

な進め方をしていくのか、その辺あたりをひとつお聞かせ願いたいなと思っております。

当初の復興計画の3,000億円にはまずもって震災公園が相当縮小されているわけですよね。

その他の事業も縮小されている部分もあるのかなとは思いますが、その辺で当初の計画から

何割ぐらい減になっているのかですね。今も言いましたように、今後どの程度の事業料等財

源が必要なのかと、そういうことであります。

○議長（星 喜美男君） 佐藤町長。

○町長（佐藤 仁君） 細かい数値の部分につきましては担当課長から答弁させます。

  3,000億円というのは、実はその当時の3,000億円の数字というのは、基本的には積み上げた

3,000億円ではないんです。大くくりとしてまだ復興計画の策定段階でしたので、大くくりと

して南三陸がどれぐらいなんだろうということで、まさしくざっくりつかんで3,000億円とい

うお話をさせていただきましたので、どうも3,000億円がひとり歩きしますと、まさしく

3,000億円、3,000億円という話になってしまいますので、そこはひとつご理解をいただきた

いと思います。

  財源、これからの問題でございますが、基本的には先ほど来何人かの議員さんたちからご質

問いただいておりますが、財源確保の中でもとりわけ自治体負担、これがあるということに
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なりますと、大変厳しい状況でございますので、ここは我々としてもしっかりこれからも国

に物を申して、財源確保をしっかりやっていきたいと考えております。

○議長（星 喜美男君） 総務課長。

○総務課長（三浦清隆君） 復興交付金の部分の財源手当ての関係につきましては企画課長がご

答弁申し上げますけれども、復興事業が始まったのが23年度の予算からでございましたので、

予算、決算ベースで復興の事業としてというか、復興の予算として執行した内容を申し上げ

ますと、26年度はまだ決算を迎えてございませんけれども、26年度の最終の補正予算を加味

いたしますと、おおむね2,000億円の予算が一応動いているといった内容になります。ただ、

この中には復興交付金の財源を基金に積み立てたり、そこの基金から出したりというそうい

う操作をしてございますので、予算規模が相当膨らんでございます。当然、財政調整基金等

であれば、当該年度、１年度で大体処理できますから、その純計操作が可能なんですけれど

も、復興交付金は過年度の精算を翌年度にやったり、またその次の年にやったりという形で

行っていますので、簡単な純計操作ができないものですから、おおむね予算規模として2,000

億円を執行しているといったことでご理解いただければなと思います。

○議長（星 喜美男君） 企画課長。

○企画課長（阿部俊光君） 簡単な交付金の数字でございますが、対象となる事業の全体額でご

ざいますが、現時点で1,070億円と捉えております。1070億円あれば、今考えているあるいは

計画しているものは終わるだろうと。分母に対しまして11次まで約ですが900億円ついており

ます。83％ぐらいだと思います。ただ、現に発注済み、あるいは契約済みと、要は出ていく

ことが見込まれるものの金額が640億円ということになりますので、大体70％ぐらい、着いた

お金のうち70％ぐらいは契約済みということでございます。

  ラスト１年、あと幾らぐらいということなんですが、差し引きをすれば180億円ぐらい。し

かしながら、180億円の中には既に去年あるいはおととしから継続して国と協議をしている、

いわゆる俎上に上がっているものもありますし、それから全く上がっていない新規事業も場

合によっては出るかもしれません。今、新聞等で懸念されているところが、一部自治体の負

担もありなのかなとささやかれておりますが、そこは恐らく新規事業ではないかなという希

望的観測なんですけれども、既に協議をしているものについては、これは認められるだろう

と思っております。ですから、ラスト１年12次、13次、14次で大体180億円ぐらいとお考えい

ただければと。

  それから、当初3,000億円あるいは2,000億円という見積もりですけれども、これは国の事業
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や県の事業や、それから５省40ごとにざっくりとした制度設計になっているわけでしたので、

それが時間の経過とともに少しずつふるいにかけられて、あるいは制度そのものがシビアに

なってきたということでぎゅっと押し詰まったというようなことが言えると思います。一番

わかりやすい例は漁業集落事業だと思います。当時なんでもできる漁業集落ということで、

これはいいなというところが全くその逆になっておりましたので、そういったところが当初

3,000億円という大きい金額だったんだけれども、1,000億、1,500億円に下がったというのは、

そういう事業ごとに詳細なふるいがかけられたということによるものだと思っております。

○議長（星 喜美男君） 髙橋兼次君。

○７番（髙橋兼次君） そうすると、結果的にはあと１年で180億円あれば、大体の事業はでき

るんだと、そういうことなんですか、復興事業はですね。財源の手当てはそれでいわゆる手

当てできるということでありますが、今、課長が言いましたように、ただそれが順調にいっ

た場合はそうであろうと思いますが、あと１年でカバーできなかった部分については、国で

今ささやかれていることになってくるのかなと。相当ここにもありますように、国では裁量

的経費のみならず、義務的経費も含めた聖域なき歳出削減というようなことを打ち出してき

ておりますので、そうなった場合に、もし延長というものが認められなくて、残った事業が

あったと、そういう場合はどのような考え方で進めていくのか。多分、町の負担が出てくる

のかなと思うこともありますし、また事業の先送りとか、また事業をやめるとか、そういう

ものも出てくる懸念があるんですが、その辺あたりはどうでしょうか。

○議長（星 喜美男君） 佐藤町長。

○町長（佐藤 仁君） ちょっと企画課長もお話ししましたけれども、あと１年でございますの

で、課長会議でも私が指示を出しているのは、とにかく頭出しをことし１年で全部してしま

えと。そうでないと、来年度になりますと、まだこういう不透明な状況ですので全く駄目か

どうかはわかりませんが、国の考え方がそういう方向に傾いているという状況ですので、と

にかく各担当課長にすべからく頭出しだけはしてしまえということで、それはあとこれから

12次、13次、14次という形の中でいくんですが、そこの中でとにかく協議に持ち込めという

話をしておりますので、今後どうなるかというのは今ここでなかなか、今不透明なのでお話

しできませんが、そういう指示は出してございます。

○議長（星 喜美男君） 髙橋兼次君。

○７番（髙橋兼次君） 多分、どこの市町村でもそういう考えで27年度は相当前倒しといいます

か、突っ込んでくるんだろうと。またそういうことを国でも想定はしているんだろうと。し
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かし、どうしても最後、ラストスパートで欠けることのないように、さらなる獲得に向けて

緊張感を持ってやっていく必要があるんだろうなとそう思っておりますので、今後とも引き

続き努力はしていただきたいなと思います。終わります。

○議長（星 喜美男君） ほかに質疑はございますか。（「なし」の声あり）

  ないようでありますので、これをもって総括的質疑を終わります。

  お諮りいたします。本10案は議長を除く全員で構成する平成27年度当初予算審査特別委員会

を設置し、これに付託の上、審査することにしたいと思います。これにご異議ありませんか。

     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（星 喜美男君） ご異議なしと認めます。よって、本10案は議長を除く全員で構成する

平成27年度当初予算審査特別委員会を設置し、これに付託の上、審査することに決定いたし

ました。

  暫時休憩をいたします。

  ここで、委員会条例第９条の規定により、平成27年度当初予算審査特別委員会を開催いたし

ますので、議員の皆様は議員控室へお集まりいただきます。

  再開は２時30分といたします。

     午後２時１０分  休憩

                                           

     午後２時３０分  開議

○議長（星 喜美男君） それでは、再開いたします。

  ここでご報告を申し上げます。

  ただいま開催されました平成27年度当初予算審査特別委員会において、委員長並びに副委員

長の互選が行われ、その結果について議長より報告がありました。委員長に菅原辰雄君、副

委員長に及川幸子君が選任されましたので報告いたします。よろしくお願いいたします。

  お諮りいたします。

  本日は議事の関係上、これにて延会することとし、平成27年度当初予算審査特別委員会の終

了後に本会議を開き、本日の議事を継続することにいたしたいと思います。これにご異議あ

りませんか。

     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（星 喜美男君） ご異議なしと認めます。よって、本日は議事の関係上、これにて延会

することとし、平成27年度当初予算審査特別委員会の終了後、本会議を開き、本日の議事を



３９５

継続することといたします。

  本日はこれをもって延会といたします。

     午後２時３１分  閉会


